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3

序
論　

本
書
の
視
点

一　

本
書
の
目
的

　

日
本
古
代
の
朝
廷
に
お
け
る
儀
礼
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
は
儀
式
書
等
に
基
づ
い
て
個
別
の
儀
礼
の
検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
。
山

中
裕
氏
の
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』）
（
（

、
甲
田
利
雄
氏
の
『
年
中
行
事
御
障
子
文
注
解
』）
（
（

、
所
功
氏
の
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研

究
』）
3
（

お
よ
び
『
宮
廷
儀
式
書
成
立
史
の
再
検
討
』）
（
（

、
西
本
昌
弘
氏
の
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』）
（
（

お
よ
び
『
日
本
古
代
の
年

中
行
事
書
と
新
史
料
』）
（
（

な
ど
を
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
歴
史
学
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
民
俗
学
・
国
文
学
等
の
立
場
か
ら
も
研
究

が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
蓄
積
は
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る）（
（

。

　

特
に
倉
林
正
次
氏
の
『
饗
宴
の
研
究
』（
儀
礼
編
・
文
学
編
・
祭
祀
編
・
歳
事
編
））
（
（

よ
っ
て
、
平
安
時
代
を
中
心
と
し
た
朝
廷
儀
礼
・

祭
祀
は
多
角
的
な
視
点
か
ら
研
究
さ
れ
、
そ
の
研
究
水
準
が
高
め
ら
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
降
は
、
個
別
の
儀
礼

に
つ
い
て
の
研
究
が
細
分
化
し
、
儀
式
と
そ
の
運
営
（
経
済
基
盤
等
）
に
関
わ
る
研
究
な
ど
も
進
み
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

古
代
の
朝
廷
儀
礼
・
祭
祀
の
整
備
と
い
う
視
点
か
ら
概
要
を
述
べ
れ
ば
、
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
に
完
成
し
た
『
内
裏
式
』
に

よ
っ
て
、
整
備
さ
れ
た
儀
礼
の
姿
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
以
前
の
儀
礼
は
、
け
っ
し
て
未
整
備
の
状
態
に
あ
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
飛
鳥
時
代
以
来
の
遣
隋
使
・
遣
唐
使
、
あ
る
い
は
渡
来
系
氏
族
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
に
儀
礼
が
伝
え
ら
れ
、
儀
礼
の
知

識
が
日
本
の
朝
廷
に
は
蓄
積
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
、『
内
裏
式
』
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。



（

　

た
だ
し
、
桓
武
天
皇
朝
に
お
け
る
儀
礼
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
天
皇
の
即
位
は
辛
酉
革
命
、
長
岡
京
へ
の
遷
都
は
甲
子
革
令
に
あ

た
る
と
さ
れ
、
讖
緯
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
桓
武
天
皇
自
身
が
、
光
仁
天
皇
は

天
智
天
皇
系
新
王
朝
の
高
祖
と
い
う
認
識
の
も
と
で
儀
礼
の
整
備
を
行
っ
た
と
い
う
議
論
と
も
関
連
し
て
、
桓
武
天
皇
朝
の
皇
統
意

識
に
基
づ
く
特
異
性
に
言
及
す
る
先
行
研
究
が
多
い）（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
元
明
天
皇
を
は
じ
め
聖
武
天
皇
や
孝
謙
天
皇
の
即
位
宣
命
に
、
天
智
天
皇
の
定
め
た
と

さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
不
改
常
典
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
天
智
天
皇
の
国
忌
が
、
す
で
に
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に

は
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と）10
（

、
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
に
は
聖
武
太
上
天
皇
の
枕
席
安
ら
か
な
ら
ざ
る
に
よ
り
、
天
智
天
皇
陵
を

は
じ
め
各
山
陵
に
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と）11
（

な
ど
、
桓
武
天
皇
朝
に
至
っ
て
か
ら
、
新
し
く
天
智
天
皇
を
持
ち
出
し
て
祭
祀
の
対

象
な
ど
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
天
武
天
皇
系
皇
統
の
続
く
奈
良
時
代
と
、
光
仁
天
皇

即
位
以
後
の
天
智
天
皇
系
皇
統
と
を
区
別
し
て
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
こ
そ
が
、

桓
武
天
皇
自
身
が
天
智
天
皇
系
新
王
朝
を
意
識
し
た
と
い
う
こ
と
の
矛
盾
点
で
も
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
仁
藤
敦
史
氏
に
よ
っ
て
、
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
を
見
直
す
論
考
が
発
表
さ

れ
た）12
（

。
仁
藤
氏
は
、
天
武
天
皇
系
か
ら
天
智
天
皇
系
へ
の
皇
統
の
移
行
は
断
絶
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
系
的
な
位
置
付
け
が
な
さ

れ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
本
昌
弘
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
藤
原
行
成
の
撰
述
に
よ
る
『
新
撰
年
中
行

事
』
に
、
称
徳
天
皇
の
国
忌
が
天
長
元
年
（
八
二
四
）
ま
で
廃
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た）13
（

。
仁
藤
氏
の
皇
統
意
識

に
対
す
る
指
摘
や
西
本
氏
の
称
徳
天
皇
の
国
忌
の
確
認
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
桓
武
天
皇
朝
以
降
に
現
れ
る
と
さ
れ
る

天
智
天
皇
系
・
天
武
天
皇
系
と
い
う
皇
統
意
識
に
再
検
討
が
必
要
と
な
る
な
ら
ば
、
皇
統
意
識
に
基
づ
い
て
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
き
た
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
再
検
討
を
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
桓
武
天
皇
朝
以
降
に
見
ら
れ
る
と
い
う
天
智
天
皇
系
皇
統
意
識
（
新
王
朝
意
識
）
の
見
直
し
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
に
、



（

序論　本書の視点

平
安
時
代
初
期
の
桓
武
天
皇
朝
・
嵯
峨
天
皇
朝
に
お
け
る
儀
礼
の
導
入
や
整
備
、
文
徳
天
皇
朝
以
降
の
儀
礼
の
変
遷
や
新
た
な
儀
礼

の
創
出
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
、
平
安
時
代
前
期
を
中
心
と
し
た
古
代
日
本
の
儀
礼
秩
序
の
構
築
過
程
の
一
端
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

二　

本
書
の
構
成

　
『
平
安
時
代
儀
式
年
中
行
事
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
平
成
十
五
年
）
が
取
り
上
げ
る
儀
式
・
年
中
行
事
だ
け
で
も
、
毎
年
恒
例
の
儀

式
は
一
五
九
件
、
臨
時
の
儀
式
は
二
十
三
件
に
も
の
ぼ
り
、
本
書
で
す
べ
て
を
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
本
書
に
お
い

て
は
、
筆
者
の
研
究
視
角
の
中
心
と
な
る
天
智
天
皇
系
皇
統
意
識
（
新
王
朝
意
識
）
の
見
直
し
に
よ
る
儀
礼
整
備
の
再
検
討
に
あ
た
っ

て
、
重
要
な
祭
祀
・
儀
礼
を
取
り
上
げ
、
考
察
を
進
め
る
。

　

第
一
部
で
は
、
桓
武
天
皇
朝
の
皇
統
意
識
の
再
検
討
と
儀
礼
の
導
入
と
い
う
視
点
か
ら
論
を
展
開
す
る
。

　

ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
桓
武
天
皇
の
誕
生
か
ら
崩
御
ま
で
を
通
覧
し
て
、
立
太
子
や
即
位
に
至
っ
た
状
況
を
考
察
し
、
即
位
後
の

儀
礼
・
祭
祀
の
整
備
や
神
祇
改
革
な
ど
を
検
討
す
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
桓
武
天
皇
の
即
位
は
辛
酉
革
命
、
長
岡
京
へ
の
遷
都
は
甲
子

革
令
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
桓
武
天
皇
自
身
が
讖
緯
説
に
基
づ
い
て
、
光
仁
天
皇
は
天
智
天
皇
系
新
王
朝
の
高
祖
で
あ
り
、
自
ら
は
天

智
天
皇
系
王
朝
の
太
宗
で
あ
る
か
ら
、
庶
政
を
改
革
し
、
武
威
を
内
外
に
示
し
功
業
を
樹
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
、
と
い

う
議
論
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
桓
武
天
皇
の
降
誕
当
時
は
、
父
で
あ
る
白
壁
王
即
位
の
可
能
性
は
低
く
、
ま
た
父
の
即
位
後
も
皇

位
に
近
い
存
在
と
は
い
え
な
い
立
場
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
藤
原
氏
の
政
権
抗
争
よ
っ
て
皇
太
子
に
擁
立
さ
れ
た
経
緯
を
持
ち
、
立
太

子
の
時
点
か
ら
生
母
の
出
自
の
低
さ
を
理
由
に
多
く
の
反
対
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
新

王
朝
説
の
特
色
と
解
さ
れ
る
昊
天
祭
祀
を
中
心
に
、
怨
霊
思
想
な
ど
を
含
め
て
桓
武
天
皇
の
生
涯
を
振
り
返
り
、
当
時
の
政
治
的
背

景
を
考
察
し
て
、
桓
武
天
皇
朝
の
皇
統
意
識
を
再
検
討
す
る
。
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第
二
章
・
第
三
章
で
は
、
桓
武
天
皇
が
新
王
朝
を
意
識
し
て
実
施
し
た
と
さ
れ
る
、
昊
天
祭
祀
そ
の
も
の
を
取
り
扱
う
。
斉
明
天

皇
五
年
（
六
五
九
）
七
月
に
発
遣
さ
れ
た
遣
唐
使
が
唐
朝
の
冬
至
儀
礼
に
参
列
し
て
い
る
こ
と
と
、
中
国
に
お
け
る
冬
至
の
郊
祀
と

朝
賀
儀
、
そ
の
後
の
宴
と
の
関
係
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
冬
至
の
宴
が
初
め
て
行
わ
れ
た
聖
武
天
皇
の
時
代
に
は
、
昊
天
祭
祀
が
知

識
と
し
て
伝
来
し
て
い
た
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
、『
経
国
集
』「
天
平
三
年
（
七
三
一
）
五
月
八
日
」
の
日
付
を
持
つ
「
郊
祀
之

礼
」
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
た
対
策
の
内
容
か
ら
、
当
時
の
官
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
昊
天
祭
祀
を
理
解
を
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
、

な
ぜ
桓
武
天
皇
が
郊
祀
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に
、
当
時
の
時
代
背
景
に
つ
い
て

論
究
す
る
。

　

第
四
章
は
、
荷
前
別
貢
幣
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
皇
統
意
識
の
再
検
討
を
行
う
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
天
智
天

皇
系
の
皇
統
を
重
視
、
あ
る
い
は
天
智
天
皇
を
皇
統
の
太
祖
と
す
る
考
え
方
に
は
、
ま
っ
た
く
疑
問
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
元
明
天
皇
を
は
じ
め
聖
武
天
皇
・
孝
謙
天
皇
の
即
位
宣
命
に
天
智
天
皇
の
定
め

た
と
さ
れ
る
「
不
改
常
典
」
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
天
智
天
皇
の
国
忌
は
す
で
に
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
は
設
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
に
は
、
天
智
天
皇
陵
を
は
じ
め
各
山
陵
お
よ
び
藤
原
不
比
等
墓
に
奉
幣
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
天
武
天
皇
系
皇
統
の
続
く
奈
良
時
代
に
対
し
て
、
光
仁
天
皇
即
位
以
後
を
天
智
天

皇
系
直
系
皇
統
と
区
別
し
て
考
え
る
と
き
に
、
問
題
と
な
る
事
項
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
直
系
皇
統
意
識
の
み
に
基
づ
い
て
天
智

天
皇
・
光
仁
天
皇
・
桓
武
天
皇
の
三
天
皇
が
祭
祀
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
古
代
国
家
に
と
っ
て
、
こ
の
三
天

皇
が
特
に
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
着
目
し
て
検
討
を
進
め
る
。

　

第
五
章
は
前
章
に
関
連
し
て
、
皇
統
意
識
と
の
関
わ
り
か
ら
桓
武
天
皇
が
宗
廟
祭
祀
を
導
入
し
た
と
さ
れ
る
研
究
を
再
検
討
す
る

と
と
も
に
、
従
来
「
山
陵
＝
宗
廟
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
概
念
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
。『
続
日
本
紀
』
延
暦
十
年
（
七
九
一
）

三
月
二
十
三
日
条
に
記
述
さ
れ
る
「
国
忌
省
除
令
」
に
よ
っ
て
、
国
忌
の
省
除
が
中
国
の
「
宗
廟
」
の
例
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
こ
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と
か
ら
、
国
忌
や
山
陵
祭
祀
の
研
究
の
立
場
に
は
、
宗
廟
制
を
日
本
に
導
入
し
た
と
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
ま
た
、『
続
日
本
後

紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
五
月
六
日
条
に
は
、「
山
陵
猶
二

宗
廟
一

也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
皇
陵
は
「
宗
廟
」
で
あ
る
と
規
定
し

て
い
る
と
い
う
見
解
が
散
見
さ
れ
、「
宗
廟
＝
山
陵
」
の
ご
と
く
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
大
江
匡
房
以
後
に
、
伊

勢
の
神
宮
や
八
幡
神
に
対
し
て
宗
廟
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
古
代
の
日
本
に
お
い
て
「
宗
廟
＝
山
陵
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と

す
る
な
ら
ば
、
山
陵
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
宗
廟
と
い
う
呼
称
を
、
伊
勢
の
神
宮
や
八
幡
神
に
対
し
て
用
い
る
の
は
、
不
適
切
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
「
宗
廟
＝
山
陵
」
と
い
う
概
念
を
再
検
討
し
、「
山
陵
」
と

「
宗
廟
」
の
概
念
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
我
が
国
に
お
け
る
宗
廟
観
の
形
成
に
つ

い
て
論
究
す
る
。

　

第
六
章
は
、
本
研
究
の
出
発
点
で
も
あ
る
、
即
位
宣
命
に
見
え
る
天
智
天
皇
の
定
め
た
と
さ
れ
る
「
不
改
常
典
」
に
つ
い
て
、
宣

命
中
に
お
け
る
「
不
改
常
典
」
が
、
い
か
な
る
意
図
を
も
っ
て
引
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
。
特
に
、
宣
命
を
発
し
た
天
皇
で
は
な

く
、
宣
命
中
に
お
け
る
「
不
改
常
典
」
と
「
天
智
天
皇
の
定
め
た
法
」
の
発
言
者
と
、
そ
の
引
用
方
法
に
注
目
し
、「
不
改
常
典
」

法
は
奈
良
時
代
以
降
断
絶
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
「
天
智
天
皇
の
定
め
た
法
」
も
、
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
、

そ
れ
以
降
の
天
智
天
皇
系
皇
統
意
識
を
積
極
的
に
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。

　

第
二
部
で
は
、
桓
武
天
皇
朝
以
後
の
儀
礼
の
整
備
と
変
質
に
つ
い
て
、
律
令
国
家
と
し
て
年
中
行
事
に
お
け
る
最
大
の
儀
礼
で
あ

る
元
日
朝
賀
儀
を
中
心
に
、
そ
の
時
代
背
景
に
即
し
た
特
色
が
顕
著
な
嵯
峨
天
皇
朝
以
降
の
正
月
儀
礼
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
を
展
開

す
る
。

　

第
七
章
で
は
、「
元
旦
四
方
拝
」
の
成
立
背
景
を
考
察
す
る
。『
礼
記
』
の
記
述
に
基
づ
け
ば
、「
天
地
四
方
」
を
拝
す
る
こ
と
は
、

天
子
の
み
に
許
さ
れ
た
祭
祀
で
あ
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
に
は
、
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
の
時
に
「
天
地
四
方
の
拝
」
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
確
認
で
き
、
奈
良
時
代
の
知
識
人
階
級
に
『
礼
記
』
の
思
想
が
充
分
に
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
我
が
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国
へ
の
『
礼
記
』
の
伝
来
と
、
朝
廷
内
部
に
お
い
て
享
受
さ
れ
て
い
た
時
期
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
子
の
み
に
許
さ
れ
た

「
天
地
四
方
拝
」
を
組
み
込
ん
だ
「
元
旦
四
方
拝
」
が
成
立
し
た
、
そ
の
思
想
的
な
背
景
に
言
及
す
る
。

　

第
八
章
は
、
前
章
に
お
い
て
考
察
し
た
元
旦
四
方
拝
と
関
連
し
て
、
天
皇
が
四
方
拝
で
属
星
と
天
地
四
方
を
「
再
拝
」
し
た
後
に

二
陵
を
「
両
段
再
拝
」
す
る
作
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
本
朝
の
風
」（『
北
山
抄
』）
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、『
大

唐
開
元
礼
』
の
「
皇
帝
拝
五
陵
」
に
「
皇
帝
再
拝
又
再
拝
」
と
い
う
拝
礼
作
法
が
確
認
さ
れ
る
。
唐
朝
に
お
け
る
「
再
拝
又
再
拝
」

と
、
我
が
国
の
「
両
段
再
拝
」
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
拝
礼
の
対
象
お
よ
び
儀
礼
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

第
九
章
で
は
、
本
研
究
に
お
い
て
は
儀
礼
の
際
に
使
用
す
る
威
儀
物
の
整
備
に
関
す
る
検
討
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
即
位
式
や
元

日
朝
賀
儀
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
「
儀
仗
旗
」
の
整
備
に
関
し
て
論
究
す
る
。
特
に
、
儀
仗
旗
の
中
で
も
「
四
神
旗
」（
青
龍
旗
・
朱
雀

旗
・
白
虎
旗
・
玄
武
旗
）
の
起
源
と
我
が
国
へ
の
受
容
、『
正
倉
院
文
書
』
な
ど
に
見
え
る
儀
仗
旗
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
。
儀
仗
旗

の
製
作
に
関
す
る
文
書
が
、『
正
倉
院
文
書
』
続
々
修
十
八
帙
六
裏
に
何
通
か
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
史
料
の
検
討
に
よ
っ
て
、
天

平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
当
時
の
状
況
な
ど
を
断
片
的
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
十
章
で
は
、
仁
明
天
皇
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
「
朝
覲
行
幸
」
の
成
立
と
、
そ
の
学
問
的
背
景
を
考
察
し
、
嵯
峨
天
皇
朝
か
ら

仁
明
天
皇
朝
に
か
け
て
の
儀
礼
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。「
朝
覲
行
幸
」
と
は
、
天
皇
が
太
上
天
皇
や
母
后
な
ど

の
御
所
に
赴
き
拝
礼
を
行
う
正
月
儀
礼
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
、
皇
帝
が
太
上
皇
な
ど
に
謁
す
る
場
合
は
「
朝
」「
詣
」
の
語
が
使

用
さ
れ
、「
朝
覲
」
の
語
は
用
い
な
い
。
そ
し
て
漢
語
で
は
、「
朝
覲
」
と
は
臣
下
が
天
子
に
謁
す
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
語
と
い
う

認
識
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
天
皇
が
行
う
儀
礼
に
、「
朝
覲
」
の
語
を
採
用
し
た
こ
と
は
不
自
然
に
感
じ
ら
れ

よ
う
。
本
章
で
は
、
本
来
は
臣
下
が
天
子
に
謁
す
る
時
に
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
「
朝
覲
」
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
天
皇
の
儀

礼
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

第
十
一
章
で
は
、
元
日
朝
賀
儀
が
清
和
天
皇
朝
以
降
に
毎
年
恒
例
と
し
て
は
行
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
で
も
、
最
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後
に
朝
賀
儀
の
実
施
が
確
認
さ
れ
る
一
条
天
皇
の
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
ま
で
、
断
続
的
で
あ
り
な
が
ら
も
朝
賀
儀
が
実
施
さ
れ
て

い
た
背
景
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
特
に
、
朝
賀
儀
が
衰
退
を
始
め
る
時
期
に
現
れ
た
大
き
な
変
化
は
、
す
な
わ
ち
清
和
天
皇
を
は
じ

め
と
し
て
そ
れ
以
降
に
幼
年
で
即
位
す
る
天
皇
が
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
清
和
天
皇
以
降
に
特
定
の
年
度
に
朝
賀
儀
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
確
実
な
関
連
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
天
皇
元
服
の
年
と
朝
賀
儀
が
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
十
二
章
で
は
、
延
長
七
年
（
九
二
九
）
正
月
一
日
に
行
わ
れ
た
朝
賀
儀
に
つ
い
て
取
り
扱
う
。
こ
れ
ま
で
の
元
日
朝
賀
儀
研
究

は
、『
内
裏
式
』
や
『
儀
式
』
な
ど
の
儀
式
書
を
も
と
に
し
て
、
日
唐
の
儀
礼
比
較
や
時
代
に
伴
う
儀
式
文
の
変
遷
な
ど
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
章
で
は
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
と
『
吏
部
王
記
』
と
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
延
長
七
年
正
月
一
日
の

朝
賀
儀
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
に
現
れ
た
朝
賀
儀
の
実
施
状
況

か
ら
、
毎
年
恒
例
の
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
が
故
に
、
作
法
の
確
認
に
つ
い
て
習
礼
な
ど
で
苦
労
す
る
公
卿
や

官
人
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
十
三
章
・
第
十
四
章
で
は
、
幼
帝
が
出
現
す
る
こ
と
で
従
来
通
り
の
儀
礼
の
実
施
が
難
し
く
な
り
、
儀
礼
の
変
遷
の
画
期
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
徳
天
皇
朝
・
清
和
天
皇
朝
に
注
目
し
、
元
日
朝
賀
儀
の
変
遷
に
関
連
し
て
、
正
月
行
事
と
し
て
の
小
朝
拝

と
二
宮
大
饗
の
成
立
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
小
朝
拝
は
、
清
涼
殿
東
庭
で
行
わ
れ
る
と
い
う
儀
式
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
皇
の

御
在
所
で
の
拝
礼
儀
礼
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
涼
殿
が
御
在
所
と
し
て
定
着
す
る
宇
多
天
皇
朝
以
前
に
そ
の
成
立
の
原
型
を

求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
天
皇
の
日
常
政
務
の
場
と
の
関
係
か
ら
、
元
日
朝
賀
儀
と
小
朝
拝
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
た
、『
儀

式
』（
巻
六
）
に
記
載
さ
れ
た
皇
后
拝
賀
儀
と
東
宮
拝
賀
儀
と
は
、
元
日
朝
賀
儀
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
た
儀
礼
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
文
徳
天
皇
朝
以
降
に
、
天
皇
に
対
す
る
朝
賀
儀
が
行
わ
れ
ず
に
元
日
節
会
の
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
皇
后
拝
賀
儀

も
そ
れ
に
伴
っ
て
儀
礼
の
中
心
が
饗
宴
部
分
に
移
行
し
た
可
能
性
を
検
討
し
、
二
宮
大
饗
と
の
関
わ
り
を
追
求
す
る
。
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本
書
は
、
平
安
時
代
初
期
を
中
心
と
し
た
古
代
日
本
の
朝
廷
に
お
け
る
儀
礼
整
備
と
そ
の
変
遷
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

第
一
の
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
桓
武
天
皇
朝
に
お
け
る
皇
統
意
識
の
再
検
討
と
い
う
重
要
な
問
題
が
提
起
さ
れ
な
が
ら
、
儀

礼
研
究
の
立
場
か
ら
は
見
逃
さ
れ
て
い
る
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
必
要
な
検
討
で
あ
る
。

　

天
智
天
皇
系
皇
統
意
識
の
見
直
し
と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
、
天
皇
が
関
わ
る
儀
礼
・
祭
祀
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
桓
武
天
皇
朝

か
ら
嵯
峨
天
皇
朝
に
か
け
て
の
儀
礼
整
備
の
過
程
と
、
文
徳
天
皇
・
清
和
天
皇
朝
に
お
け
る
儀
礼
の
変
質
や
時
代
の
状
況
に
合
わ
せ

た
儀
礼
の
創
始
に
つ
い
て
、
一
貫
し
た
皇
統
意
識
の
下
で
時
代
の
状
況
に
適
応
さ
せ
て
い
く
儀
礼
整
備
の
様
相
を
、
本
書
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

註（
（
）	

山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』（
塙
書
房
、
昭
和
四
十
七
年
）。

（
（
）	

甲
田
利
雄
『
年
中
行
事
御
障
子
文
注
解
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
十
一
年
）。

（
3
）	

所
功
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
）。

（
（
）	

所
功
『
宮
廷
儀
式
書
成
立
史
の
再
検
討
』（
国
書
刊
行
会
、
平
成
十
三
年
）。

（
（
）	

西
本
昌
弘
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』（
塙
書
房
、
平
成
九
年
）。

（
（
）	

西
本
昌
弘
『
日
本
古
代
の
年
中
行
事
書
と
新
史
料
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
四
年
）。

（
（
）	

阿
部
猛
・
義
江
明
子
・
相
曽
貴
志
編
『
平
安
時
代
儀
式
年
中
行
事
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
平
成
十
五
年
）
に
は
、
毎
年
恒
例
の
儀
式
一

五
九
件
、
臨
時
の
儀
式
二
十
三
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
に
参
考
文
献
と
し
て
代
表
的
な
研
究
論
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）	

倉
林
正
次
『
饗
宴
の
研
究
（
儀
礼
編
）』（
桜
楓
社
、
昭
和
四
十
年
）、
同
『
饗
宴
の
研
究
（
文
学
編
）』（
桜
楓
社
、
昭
和
四
十
四
年
）、
同

『
饗
宴
の
研
究
（
祭
祀
編
）』（
桜
楓
社
、
昭
和
六
十
二
年
）、
同
『
饗
宴
の
研
究
（
歳
事
・
索
引
編
）』（
桜
楓
社
、
昭
和
六
十
二
年
）。

（
（
）	

古
く
は
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」（
法
制
史
論
叢
二
『
京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
）、
林

陸
朗
「
長
岡
・
平
安
京
と
郊
祀
円
丘
」（『
古
代
文
化
』
一
八
二
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
）
な
ど
。
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序論　本書の視点

（
（0
）	

『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
十
二
月
二
日
条
。

（
（（
）	

『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
十
月
二
十
一
日
条
。

（
（（
）	

仁
藤
敦
史
「
桓
武
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
四
、
平
成
十
九
年
）。

（
（3
）	
西
本
昌
弘
「
東
山
御
文
庫
所
蔵
の
二
冊
本
『
年
中
行
事
』
に
つ
い
て

─
伝
存
し
て
い
た
藤
原
行
成
の
『
新
撰
年
中
行
事
』─
」（『
日

本
古
代
の
年
中
行
事
書
と
新
史
料
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
四
年
、
初
出
は
平
成
十
年
）、
同
『
新
撰
年
中
行
事
』（
八
木
書
店
、
平
成

二
十
二
年
）。
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参
考
文
献
一
覧

一
、
筆
者
ご
と
に
初
出
年
月
日
順
と
す
る
。
敬
称
略
。
拙
稿
は
除
く
。

一
、
本
文
中
に
書
名
・
論
文
名
ま
た
は
研
究
者
名
を
掲
出
し
た
も
の
に
限
る
。

一
、
原
則
と
し
て
、
明
治
以
前
の
も
の
、
校
訂
本
・
注
釈
書
の
類
は
除
く
。

一
、【　

】
は
掲
出
し
た
章
。

阿
部
猛
・
義
江
明
子
・
相
曽
貴
志
編
『
平
安
時
代
儀
式
年
中
行
事
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
平
成
十
五
年
）【
序
論
】

新
井
喜
久
夫
「
古
代
陵
墓
制
雑
考
」（『
日
本
歴
史
』
二
二
二
、
昭
和
四
十
一
年
）【
第
四
章
】

飯
田　

瑞
穂
「『
秘
府
略
』
に
関
す
る
考
察
」（
飯
田
瑞
穂
著
作
集	

三
『
古
代
史
籍
の
研
究
』
中
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
二
年
、
初
出
は
昭
和
五

十
年
）【
第
十
章
】

池
田　
　

温
「
大
唐
開
元
礼
解
説
」（『
大
唐
開
元
礼　

附
大
唐
郊
祀
録
』、
汲
古
書
院
、
昭
和
四
十
七
年
）【
第
八
章
】

石
野　

浩
司
「
元
旦
四
方
拝
か
ら
見
た
毎
朝
御
拝
の
成
立
」（『
石
灰
壇
「
毎
朝
御
拝
」
の
史
的
研
究
』、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
平
成
二
十
三
年
。

初
出
は
平
成
十
九
年
）【
第
二
章
・
第
七
章
・
第
八
章
】

　
　

〃　
　
　
「『
寛
平
御
遺
誡
』
お
よ
び
花
園
天
皇
『
誡
太
子
書
』
に
見
ら
れ
る
皇
統
思
想
の
新
展
開

─『
孟
子
』
受
容
と
仁
政
徳
治
主
義
の
台
頭

─
」（『
石
灰
壇
「
毎
朝
御
拝
」
の
史
的
研
究
』、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
平
成
二
十
三
年
、
初
出
は
平
成
二
十
二
年
）【
第
四
章
】

井
上　

満
郎
『
桓
武
天
皇
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
十
八
年
）【
第
一
章
】

井
上　

光
貞
「
王
仁
の
後
裔
氏
族
と
そ
の
仏
教

─
上
代
仏
教
と
帰
化
人
の
関
係
に
就
て
の
一
考
察

─
」（
井
上
光
貞
著
作
集
二
『
日
本
古
代
思

想
史
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
一
年
、
初
出
は
昭
和
十
八
年
）【
第
三
章
】

井
上　
　

亘
「
元
旦
四
方
拝
成
立
考
」（『
日
本
古
代
の
天
皇
と
祭
儀
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
、
初
出
は
平
成
七
年
）【
第
七
章
・
第
八
章
】

岩
田
真
由
子
「
元
服
の
儀
か
ら
み
た
親
子
意
識
と
王
権
の
変
質
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
一
三
、
平
成
二
十
一
年
）【
第
四
章
】

岩
橋
小
弥
太
「
上
代
の
記
録
と
日
本
書
紀
」（『
上
代
史
籍
の
研
究
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
一
年
）【
第
三
章
】
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参考文献一覧

請
田　

正
幸
「
フ
ヒ
ト
集
団
の
一
考
察

─
カ
ハ
チ
の
史
の
始
祖
伝
承
を
中
心
に

─
」（
直
木
孝
次
郎
先
生
古
希
記
念
会
編
『
古
代
史
論
集
』
上
、

塙
書
房
、
昭
和
六
十
三
年
）【
第
三
章
】

榎
村　

寛
之
「
元
・
斎
王
井
上
内
親
王
廃
后
事
件
と
八
世
紀
王
権
の
転
成
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
四
、
平
成
十
九
年
）【
第
一

章
】

遠
藤　

慶
太
「
桓
武
天
皇
と
『
続
日
本
紀
』」（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
」、『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
三
、

平
成
二
十
九
年
）【
第
一
章
・
第
七
章
】

大
久
保
あ
ゆ
み
「
聖
武
天
皇
の
即
位
と
左
大
臣
長
屋
王
」（『
政
治
経
済
史
学
』
三
七
〇
、
平
成
九
年
）【
第
三
章
】

太
田　

静
六
「
大
饗
儀
礼

─
三
宮
大
饗
と
大
臣
大
饗

─
」（『
寝
殿
造
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
二
年
）【
第
十
四
章
】

大
津　
　

透
「
律
令
制
と
女
帝
・
皇
后
の
役
割
」（『
古
代
文
化
』
一
一
九
、
平
成
十
六
年
）【
第
十
四
章
】

大
平　

和
典
「『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
平
城
上
皇
に
対
す
る
叙
述

─
薬
子
の
変
を
中
心
と
し
て

─
」（『
日
本
後
紀
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、

平
成
三
十
年
、
初
出
は
平
成
二
十
年
）【
第
七
章
】

大
平　
　

聡
「
正
倉
院
文
書
の
五
つ
の
「
絵
」─
佐
伯
里
足
ノ
ー
ト

─
」（
奈
良
古
代
史
談
話
会
編
『
奈
良
古
代
史
論
集
』
二
、
真
陽
社
、
平
成

三
年
）【
第
九
章
】

岡
田　

精
司
「
律
令
的
祭
祀
形
態
の
成
立
」（『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』、
塙
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
）【
第
四
章
】

　
　

〃　
　
　
「
天
皇
家
始
祖
神
社
の
研
究
」（『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』、
塙
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
）【
第
四
章
】

岡
田　

莊
司
「「
私
礼
」
秩
序
の
形
成

─
元
日
拝
礼
考

─
」（『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
崙
年
、
初
出
は
昭
和

六
十
三
年
）【
第
十
三
章
】

長
田　

圭
介
「「
不
改
常
典
」
考
」（『
皇
學
館
史
学
』
二
十
三
、
平
成
二
十
年
）【
第
四
章
・
第
六
章
】

尾
畑
喜
一
郎
「
高
市
皇
子
尊
殯
宮
挽
歌

─
殯
宮
の
場
と
匍
匐
の
呪
儀
を
め
ぐ
っ
て

─
」（『
國
學
院
雑
誌
』
八
十
二
─
五
、
昭
和
五
十
六
年
）【
第

八
章
】

香　

椎　

宮
『
香
椎
宮
略
誌
』（
香
椎
宮
、
平
成
二
十
八
年
改
訂
版
）【
第
五
章
】

金
子　

修
一
「
唐
代
皇
帝
祭
祀
の
親
祭
と
有
司
摂
事
」（『
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
平
成
十
七
年
）【
第
二
章
・
第
三
章
・
第
七
章
】

　
　

〃　
　
　
「
皇
帝
支
配
と
皇
帝
祭
祀
」（『
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
平
成
十
八
年
）【
第
二
章
】
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金
子　

修
一
「
唐
代
に
お
け
る
郊
祀
・
宗
廟
の
制
度
」（『
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
平
成
十
八
年
）【
第
二
章
】

金
子　

裕
之
「
平
城
宮
の
宝
幢
遺
構
を
め
ぐ
っ
て
」（『
延
喜
式
研
究
』
十
八
、
平
成
十
四
年
）【
第
九
章
】

狩
野　

直
喜
「
我
朝
に
於
け
る
唐
制
の
模
倣
と
祭
天
の
礼
」（『
読
書
纂
余
』、
弘
文
堂
書
房
、
昭
和
二
十
二
年
、
初
出
は
昭
和
六
年
）【
第
二
章
】

亀
井
輝
一
郎
「
不
改
常
典
の
「
法
」
と
「
食
国
法
」」（『
九
州
史
学
』
九
十
一
、
昭
和
六
十
三
年
）【
第
六
章
】

神
谷　

正
昌
「
冬
至
と
朔
旦
冬
至
」『
日
本
歴
史
』
六
三
〇
、
平
成
十
二
年
）【
第
三
章
】

加
茂　

正
典
「『
伊
吉
連
博
徳
書
』
の
再
検
討

─
そ
の
執
筆
動
機
に
就
い
て

─
」（『
文
化
史
学
』
四
十
、
昭
和
五
十
九
年
）【
第
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「「
節
旗
」
考
」（『
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
十
一
年
）【
第
九
章
】

川
本　

重
雄
「
正
月
大
饗
と
臨
時
客
」（『
日
本
歴
史
』
四
七
三
、
昭
和
六
十
二
年
）【
第
十
四
章
】

来
村
多
加
史
『
唐
代
皇
帝
陵
の
研
究
』（
学
生
社
、
平
成
十
三
年
）【
第
五
章
】

　
　

〃　
　
　
「
唐
代
皇
帝
の
送
終
儀
礼
」（『
唐
代
皇
帝
陵
の
研
究
』、
学
生
社
、
平
成
十
三
年
）【
第
八
章
】

北
村　

文
治
「
伊
吉
連
博
徳
書
考
」（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
史
論
集
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
七
年
）【
第
三
章
】

北　
　

康
宏
「
律
令
陵
墓
祭
祀
の
研
究
」（『
日
本
古
代
君
主
制
成
立
史
の
研
究
』、
塙
書
房
、
平
成
二
十
九
年
、
初
出
は
平
成
十
一
年
）【
第
四
章
・

第
五
章
】

　
　

〃　
　
　
「「
後
佐
保
山
陵
」
の
再
検
討

─
桓
武
天
皇
皇
統
意
識
の
一
断
片

─
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
七
六
、
平
成
二
十
年
）【
第
二
章
・

第
四
章
】

北
山　

茂
夫
「
平
城
上
皇
の
変
に
つ
い
て
の
一
試
論
」（『
続
万
葉
の
世
紀
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
年
、
初
出
は
昭
和
三
十
八
年
）【
第
七

章
】

岸　
　

俊
男
「
朝
堂
の
初
歩
的
考
察
」（『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
創
立
三
十
五
周
年
記
念
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
年
）【
第
八
章
】

久
木　

幸
男
「
草
創
期
の
大
学
寮
」（『
日
本
古
代
学
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の
研
究
』、
玉
川
大
学
出
版
部
、
平
成
二
年
）【
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七
章
】

宮
内
庁
書
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部
編
『
皇
室
制
度
史
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太
上
天
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二
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
四
年
）【
第
十
章
】

久
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昇
一
「
前
漢
末
に
漢
火
徳
説
の
称
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ら
れ
た
る
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由
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就
い
て
」（『
東
洋
学
報
』
二
十
五
─
三
・
四
、
昭
和
十
三
年
）【
第
二
章
】

久
保
田　

収
「
石
清
水
八
幡
宮
の
崇
敬
と
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直
の
理
」（『
神
道
史
の
研
究
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皇
學
館
大
学
出
版
部
、
昭
和
四
十
八
年
、
初
出
は
昭
和
三
十
一
年
）

【
第
五
章
】
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熊
谷　

公
男
「
即
位
宣
命
の
論
理
と
「
不
改
常
典
」
法
」（
東
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院
大
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集
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史
と
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化
』
四
十
五
、
平
成
二
十
二
年
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四
章
・
第
六
章
】

倉
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靖
彦
「
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わ
ゆ
る
不
改
常
典
に
つ
い
て
」（『
九
州
歴
史
資
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館
研
究
論
集
』
一
、
昭
和
五
十
年
）【
第
六
章
】

倉
林　

正
次
『
饗
宴
の
研
究
（
儀
礼
編
）』（
桜
楓
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、
昭
和
四
十
年
）【
序
論
・
第
八
章
・
第
十
一
章
・
第
十
四
章
】

　
　

〃　
　
　
『
饗
宴
の
研
究
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文
学
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）』（
桜
楓
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、
昭
和
四
十
四
年
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序
論
】

　
　

〃　
　
　
『
饗
宴
の
研
究
（
祭
祀
編
）』（
桜
楓
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、
昭
和
六
十
二
年
）【
序
論
】

　
　

〃　
　
　
『
饗
宴
の
研
究
（
歳
事
・
索
引
編
）』（
桜
楓
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、
昭
和
六
十
二
年
）【
序
論
】

倉
本　

一
宏
『
一
条
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
五
年
）【
第
十
一
章
】

栗
林　
　

茂
「
皇
后
受
賀
儀
礼
の
成
立
と
展
開
」（『
延
喜
式
研
究
』
八
、
平
成
五
年
）【
第
十
章
・
第
十
四
章
】

　
　

〃　
　
　
「
平
安
期
に
お
け
る
三
后
儀
礼
に
つ
い
て

─
饗
宴
・
大
饗
儀
礼
と
朝
覲
行
幸

─
」（『
延
喜
式
研
究
』
十
一
、
平
成
七
年
）【
第
十
章
】

久
禮　

旦
雄
「
桓
武
天
皇
朝
の
神
祇
政
策

─『
類
聚
三
代
格
』
所
収
神
祇
関
係
官
符
の
検
討
を
通
じ
て

─
」（『
神
道
史
研
究
』
六
十
四
─
一
、

平
成
二
十
八
年
）【
第
一
章
】

木
本　

好
信
『
奈
良
朝
政
治
と
皇
位
継
承
』（
高
科
書
店
、
平
成
七
年
）【
第
一
章
・
第
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「
石
上
氏
と
藤
原
氏
」（『
律
令
貴
族
と
政
争
』、
塙
書
房
、
平
成
十
三
年
）【
第
一
章
】

　
　

〃　
　
　
『
奈
良
時
代
の
政
争
と
皇
位
継
承
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
四
年
）【
第
一
章
】

甲
田　

利
雄
『
年
中
行
事
御
障
子
文
注
解
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
十
一
年
）【
序
論
】

河
内　

祥
輔
「
陽
成
退
位
の
事
情
」（『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
一
年
）【
第
四
章
】

河
内　

春
人
「
日
本
古
代
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
再
検
討
」（『
古
代
文
化
』
四
九
二
、
平
成
十
二
年
）【
第
二
章
・
第
三
章
】

小
林　

茂
文
「
早
良
親
王
怨
霊
言
説
の
発
明
」（『
史
学
』
七
十
九
─
三
、
平
成
二
十
二
年
）【
第
一
章
】

佐
伯　

有
清
「
新
撰
姓
氏
録
序
説
」（『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
研
究
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
八
年
）【
第
一
章
】

酒
井　

信
彦
「
小
朝
拝
の
変
遷
」（『
儀
礼
文
化
』
九
、
昭
和
六
十
二
年
）【
第
十
三
章
】

栄
原
永
遠
男
「
滋
野
氏
の
家
系
と
そ
の
学
問

─
九
世
紀
に
お
け
る
改
氏
姓
の
一
事
例

─
」（『
紀
伊
古
代
史
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
十
六

年
）【
第
十
章
】

坂
本　

太
郎
「
儀
式
と
唐
礼
」（
坂
本
太
郎
著
作
集	

七
『
律
令
制
度
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
五
年
、
初
出
は
昭
和
十
六
年
）【
第
八
章
・
第
十
四
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章
】

坂
本　

太
郎
「
日
本
書
紀
と
伊
吉
連
博
徳
」（
坂
本
太
郎
著
作
集	

二
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
三
年
、
初
出
は
昭
和
三

十
九
年
）【
第
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「
日
本
書
紀
」（
坂
本
太
郎
著
作
集	

三
『
六
国
史
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
五
年
）【
第
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「
続
日
本
後
紀
」（
坂
本
太
郎
著
作
集	

三
『
六
国
史
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
五
年
）【
第
十
章
】

鷺
森　

浩
幸
「
道
鏡

─
政
界
を
揺
る
が
せ
た
怪
僧
か

─
」（
栄
原
永
遠
男
編
、
古
代
の
人
物	

三
『
平
城
京
の
落
日
』、
清
文
堂
出
版
、
平
成
十

七
年
）【
第
四
章
】

佐
藤　
　

信
「
摂
関
制
成
立
期
の
王
権
に
つ
い
て
の
覚
書
」（
山
中
裕
編
『
摂
関
時
代
と
古
記
録
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
年
）【
第
十
章
】

　
　

〃　
　
　
「
平
城
太
上
天
皇
の
変
」（『
歴
史
と
地
理
』
五
七
〇
、
平
成
十
五
年
）【
第
七
章
】

佐
藤　

宗
諄
「
元
明
天
皇
論

─
そ
の
即
位
を
め
ぐ
っ
て

─
」（『
古
代
文
化
』
三
十
─
一
、
昭
和
五
十
三
年
）【
第
六
章
】

清
水　
　

潔
「「
元
旦
四
方
拝
」
成
立
考
」（『
神
道
史
研
究
』
四
十
六
─
二
、
平
成
十
年
）【
第
二
章
・
第
七
章
・
第
八
章
】

清
水　

み
き
「
外
戚
土
師
氏
の
地
位

─
桓
武
朝
の
皇
統
意
識
に
関
わ
っ
て

─
」（
朧
谷
寿
・
山
中
章
編
『
平
安
京
と
そ
の
時
代
』、
思
文
閣
出
版
、

平
成
二
十
二
年
）【
第
四
章
】

東
海
林
亜
矢
子
「
中
宮
大
饗
と
拝
礼

─
男
性
官
人
と
后

─
」（『
平
安
時
代
の
后
と
王
権
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
年
、
初
出
は
平
成
十
八

年
）【
第
十
四
章
】

新
海　
　

一
「
貞
観
儀
式
元
正
受
朝
賀
儀
管
説

─
唐
礼
と
の
比
較
研
究
上
の
二
、
三
の
問
題

─
」（『
國
學
院
大
學
漢
文
学
会
々
報
』
十
八
、
昭

和
四
十
八
年
）【
第
九
章
・
第
十
一
章
】

新
川
登
亀
男
「
小
墾
田
宮
の
匍
匐
礼
」（『
日
本
歴
史
』
四
五
八
、
昭
和
六
十
一
年
）【
第
八
章
】

新
城　

理
恵
「
唐
代
に
お
け
る
国
家
儀
礼
と
皇
太
后

─
皇
后
・
皇
太
后
・
受
朝
賀
儀
礼
を
中
心
に

─
」（『
社
会
文
化
史
学
』
三
十
九
、
平
成
十

年
）【
第
十
四
章
】

末
松　

保
和
『
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羅
史
の
諸
問
題
』（
東
洋
文
庫
論
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三
十
六
、
東
洋
文
庫
、
昭
和
二
十
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年
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】
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恵
「
八
世
紀
の
皇
后
像
と
そ
の
地
位
」（『
駒
沢
史
学
』
五
十
七
、
平
成
十
三
年
）【
第
十
四
章
】

鈴
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景
二
「
日
本
古
代
の
行
幸
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
五
、
平
成
元
年
）【
第
十
章
】
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関　
　
　

晃
『
帰
化
人
』（
至
文
堂
、
昭
和
三
十
一
年
）【
第
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「
律
令
国
家
と
天
命
思
想
」（
関
晃
著
作
集	

四
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日
本
古
代
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国
家
と
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』、
吉
川
弘
文
館
、
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年
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昭
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五
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二
年
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第
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三
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】
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ゆ
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に
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い
て
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四
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日
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古
代
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国
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と
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吉
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弘
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平
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】
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古
代
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書
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四
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】
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早
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岡
遷
都
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記
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古
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書
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昭
和
六
十
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】
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お
け
る
神
宮
宗
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成
立
と
展
開
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成
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と
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開
』、
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、
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成
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年
、
初
出
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成
四
年
）【
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五

章
】
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政
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郎
「
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命
思
想
と
長
岡
遷
都
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史
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の
研
究
』、
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書
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昭
和
四
十
二
年
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第
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第
二
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・
第
三
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】

瀧
浪　

貞
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「
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皇
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の
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」（『
史
窓
』
三
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平
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年
）【
第
十
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】
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成
天
皇
廃
位
の
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摂
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と
上
皇
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国
母
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朧
谷
寿
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山
中
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編
『
平
安
京
と
そ
の
時
代
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
二

十
二
年
）【
第
四
章
】

詫
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直
樹
「
天
皇
元
服
と
摂
関
制

─
一
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天
皇
元
服
を
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と
し
て

─
」（『
史
学
研
究
』
二
〇
四
、
平
成
六
年
）【
第
十
一
章
】
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内　

理
三
「
八
世
紀
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け
る
大
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的
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的
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茶
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十
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第
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】

武
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「
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典
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
三
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、
昭
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四
十
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）【
第
六
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】

武
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古
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と
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」（『
史
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』
五
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昭
和
五
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）【
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】
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史
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史
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編
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史
』、
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書
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、
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成
七
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）【
第
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】

田
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卓
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と
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て
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と
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国
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、
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】
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皇
と
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令
」（
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卓
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作
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』、
国
書
刊
行
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和
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年
、
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出
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和
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）
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【
第
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典
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、
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「
新
校
・
新
撰
姓
氏
録
」（
田
中
卓
著
作
集	

九
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
平
成
八
年
）【
第
一
章
】

田
村　

葉
子
「
二
宮
大
饗
の
成
立
と
背
景
」（『
史
学
研
究
集
録
』
十
九
、
平
成
六
年
）【
第
十
四
章
】

角
田　

文
衞
「
首
皇
子
の
立
太
子
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
二
〇
一
、
昭
和
四
十
年
）【
第
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「
陽
成
天
皇
の
退
位
」（『
王
朝
の
映
像

─
平
安
時
代
史
の
研
究

─
』、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
四
十
五
年
）【
第
四
章
】

藤
堂
か
ほ
る
「
律
令
国
家
の
国
忌
と
廃
務

─
八
世
紀
の
先
帝
意
識
と
天
智
の
位
置
づ
け

─
」（『
日
本
史
研
究
』
四
三
〇
、
平
成
十
年
）【
第
四
章
】

　
　

〃　
　
　
「
天
智
の
定
め
た
「
法
」
に
つ
い
て

─
宣
命
か
ら
み
た
「
不
改
常
典
」─
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
九
、
平
成
十
二
年
）【
第
六
章
】

東
野　

治
之
「
元
正
天
皇
と
赤
漆
欟
木
厨
子
」（『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
十
三
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
）【
第
三
章
】

所　
　
　

功
「「
朝
賀
」
儀
式
文
の
成
立
」（『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
、
初
出
は
昭
和
五
十
八
年
）【
第
十
一

章
・
第
十
三
章
】

　
　

〃　
　
　
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
）【
序
論
】

　
　

〃　
　
　
「『
寛
平
御
遺
誡
』
の
復
元
」（『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
）【
第
四
章
】

　
　

〃　
　
　
「「
元
旦
四
方
拝
」
の
成
立
」（『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
）【
第
七
章
・
第
八
章
】

　
　

〃　
　
　
『
宮
廷
儀
式
書
成
立
史
の
再
検
討
』（
国
書
刊
行
会
、
平
成
十
三
年
）【
序
論
】

中
川　
　

収
『
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
』（
高
科
書
店
、
平
成
三
年
）【
第
一
章
】

中
西　

康
裕
「『
不
改
常
典
の
法
』
と
奈
良
時
代
の
皇
位
継
承
」（『
続
日
本
紀
と
奈
良
朝
の
政
変
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
四
年
、
初
出
は
平
成
十

二
年
）【
第
六
章
】

中
野　

高
行
「
天
智
朝
の
帝
国
性
」（『
日
本
歴
史
』
七
四
七
、
平
成
二
十
二
年
）【
第
四
章
・
第
六
章
】

中
野
渡
俊
治
「
不
改
常
典
試
論
」（『
古
代
太
上
天
皇
の
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
九
年
、
初
出
は
平
成
二
十
一
年
）【
第
四
章
・
第
六
章
】

中
村　

一
郎
「
国
忌
の
廃
置
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
二
、
昭
和
二
十
七
年
）【
第
四
章
】

中
本　
　

和
「
中
宮
大
饗
と
東
宮
大
饗
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
四
〇
四
、
平
成
二
十
五
年
）【
第
十
四
章
】
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長
山　

泰
孝
「
不
改
常
典
の
再
検
討
」（『
古
代
国
家
と
王
権
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
四
年
、
初
出
は
昭
和
六
十
年
）【
第
六
章
】

西
牟
田
崇
生
「
山
陵
祭
祀
の
一
考
察

─
十
陵
四
墓
の
変
遷
を
中
心
に

─
」（『
神
道
宗
教
』
九
十
九
、
昭
和
五
十
五
年
）【
第
四
章
】

西
本　

昌
弘
「
古
礼
か
ら
み
た
『
内
裏
儀
式
』
の
成
立
」（『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』、
塙
書
房
、
平
成
九
年
、
初
出
は
昭
和
六
十
二
年
）

【
第
八
章
・
第
十
四
章
】

　
　

〃　
　
　
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』（
塙
書
房
、
平
成
九
年
）【
序
論
】

　
　

〃　
　
　
「
東
山
御
文
庫
所
蔵
の
二
冊
本
『
年
中
行
事
』
に
つ
い
て

─
伝
存
し
て
い
た
藤
原
行
成
の
『
新
撰
年
中
行
事
』─
」（『
日
本
古
代

の
年
中
行
事
書
と
新
史
料
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
四
年
、
初
出
は
平
成
十
年
）【
序
論
・
第
四
章
】

　
　

〃　
　
　
「
早
良
親
王
薨
去
の
周
辺
」（『
日
本
歴
史
』
六
二
九
、
平
成
十
二
年
）【
第
一
章
】

　
　

〃　
　
　
「
藤
原
種
継
暗
事
件
の
再
検
討

─
早
良
親
王
春
宮
坊
と
長
岡
京
の
造
営

─
」（『
歴
史
科
学
』
一
六
五
、
平
成
十
三
年
）【
第
一
章
】

　
　

〃　
　
　
「
孝
謙
・
称
徳
天
皇
の
西
宮
と
宝
幢
遺
構
」（
続
日
本
紀
研
究
会
編
『
続
日
本
紀
の
諸
相
』、
塙
書
房
、
平
成
十
六
年
）【
第
九
章
】

　
　

〃　
　
　
「
薬
子
の
変
と
そ
の
背
景
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
四
、
平
成
十
九
年
）【
第
七
章
】

　
　

〃　
　
　
「
後
佐
保
山
陵
覚
書
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
八
二
、
平
成
二
十
一
年
）【
第
四
章
】

　
　

〃　
　
　
『
新
撰
年
中
行
事
』（
編
著
、
八
木
書
店
、
平
成
二
十
二
年
）【
序
論
】

　
　

〃　
　
　
『
日
本
古
代
の
年
中
行
事
書
と
新
史
料
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
四
年
）【
序
論
】

仁
藤　

敦
史
「
桓
武
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
四
、
平
成
十
九
年
）【
序
論
・
第
二
章
・
第
四
章
】

二
宮　

正
彦
「
大
行
天
皇
考
」（『
史
想
』
六
、
昭
和
三
十
二
年
）【
第
三
章
】

野
田　

秀
雄
「
聖
武
天
皇
の
即
位
」（『
仏
教
史
研
究
』
六
、
昭
和
四
十
七
年
）【
第
三
章
】

橋
本　

義
則
「
朝
政
・
朝
儀
の
展
開
」（『
日
本
の
古
代	

七
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和
六
十
一
年
）【
第
九
章
】

　
　

〃　
　
　
「
天
皇
宮
・
太
上
天
皇
宮
・
皇
后
宮
」（
荒
木
敏
夫
編
『
ヤ
マ
ト
王
権
と
交
流
の
諸
相
』、
名
著
出
版
、
平
成
六
年
）【
第
十
章
】

　
　

〃　
　
　
『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
』（
塙
書
房
、
平
成
七
年
）【
第
十
章
】

橋
本　

義
彦
「〝
薬
子
の
変
〟
私
考
」（『
平
安
貴
族
』、
平
凡
社
、
昭
和
六
十
一
年
、
初
出
は
昭
和
五
十
九
年
）【
第
七
章
】

長
谷
部
将
司
「「
崇
道
天
皇
」
の
成
立
と
そ
の
展
開

─
九
世
紀
に
お
け
る
「
天
皇
」
の
位
相

─
」（
根
本
誠
二
ほ
か
編
『
奈
良
平
安
時
代
の

〈
知
〉
の
相
関
』、
岩
田
書
院
、
平
成
二
十
七
年
）【
第
一
章
】
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長
谷
部
寿
彦
「
九
世
紀
の
天
皇
と
正
月
朝
覲
行
幸
の
成
立
」（『
国
史
学
研
究
』
三
十
一
、
平
成
二
十
年
）【
第
十
章
】

濱
田　

耕
策
「
神
宮
と
百
座
講
会
と
宗
廟
」（『
新
羅
国
史
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
四
年
、
初
出
は
昭
和
五
十
七
年
）【
第
二
章
】

早
川　

庄
八
「
律
令
制
と
天
皇
」（『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
一
年
）【
第
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「
天
智
の
初
め
定
め
た
「
法
」
に
つ
い
て
の
覚
書
」（『
天
皇
と
古
代
国
家
』、
講
談
社
、
平
成
十
二
年
、
初
出
は
昭
和
六
十
三
年
）【
第

六
章
】

林　
　

陸
朗
「
近
江
令
と
浄
御
原
律
令
」（『
国
史
学
』
六
十
三
、
昭
和
三
十
四
年
）【
第
四
章
】

　
　

〃　
　
　
「
朝
鮮
の
郊
祀
円
丘
」（『
古
代
文
化
』
一
八
〇
、
昭
和
四
十
九
年
）【
第
二
章
】

　
　

〃　
　
　
「
長
岡
・
平
安
京
と
郊
祀
円
丘
」（『
古
代
文
化
』
一
八
二
、
昭
和
四
十
九
年
）【
序
論
・
第
一
章
・
第
二
章
・
第
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「
桓
武
天
皇
の
政
治
思
想
」（
山
中
裕
編
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
』
歴
史
編
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
六
年
）【
第
三
章
・
第
四

章
・
第
五
章
】

春
名　

宏
昭
『
平
城
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
一
年
）【
第
七
章
】

肥
後　

和
男
「
平
安
時
代
に
お
け
る
怨
霊
の
思
想
」（
民
衆
宗
教
史
叢
書	

五
『
御
霊
信
仰
』、
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
九
年
、
初
出
は
昭
和
十
四
年
）

【
第
一
章
】

服
藤　

早
苗
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
家
の
成
立
過
程

─
天
皇
家
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

─
」（『
家
成
立
史
の
研
究
』、
校
倉
書
店
、
平
成
三
年
、

初
出
は
昭
和
六
十
二
年
）【
第
四
章
・
第
五
章
】

　
　

〃　
　
　
「
王
権
の
父
母
子
秩
序
の
成
立

─
朝
覲
・
朝
拝
を
中
心
に

─
」（
十
世
紀
研
究
会
編
『
中
世
成
立
期
の
政
治
文
化
』、
東
京
堂
出
版
、

平
成
十
一
年
）【
第
十
章
】

藤
森　
　

馨
「
再
拝
両
段
小
考
」（『
大
倉
山
論
集
』
四
十
五
、
平
成
十
二
年
）【
第
八
章
】

藤
森
健
太
郎
「
日
本
古
代
元
日
朝
賀
儀
礼
の
特
質
」（『
古
代
天
皇
の
即
位
儀
礼
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
二
年
、
初
出
は
平
成
三
年
）【
第
十
一
章
】

　
　

〃　
　
　
「
元
日
朝
賀
儀
礼
の
衰
退
と
廃
絶
」（『
古
代
天
皇
の
即
位
儀
礼
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
二
年
、
初
出
は
平
成
九
年
）【
第
十
一
章
】

　
　

〃　
　
　
「
元
日
朝
賀
儀
の
変
質
と
小
朝
拝
の
成
立
」（
三
田
古
代
史
研
究
会
編
『
法
制
と
社
会
の
古
代
史
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
二

十
七
年
）【
第
十
三
章
】

古
瀬
奈
津
子
「
宮
の
構
造
と
政
務
運
営
法
」（『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
、
初
出
は
昭
和
五
十
九
年
）【
第
十
三
章
】
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〃　
　
　
「
平
安
時
代
の
『
儀
式
』
と
天
皇
」（『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
年
、
初
出
は
昭
和
六
十
一
年
）【
第
十
一
章
・

第
十
三
章
】

保
坂　

佳
男
「
奈
良
時
代
の
冬
至

─
聖
武
皇
子
の
立
太
子
儀
に
関
連
し
て

─
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
二
六
二
、
平
成
元
年
）【
第
三
章
】

堀　
　
　

裕
「
平
安
初
期
の
天
皇
権
威
と
国
忌
」（『
史
林
』
八
十
七
─
六
、
平
成
十
六
年
）【
第
四
章
】

前
川　

明
久
「
聖
武
天
皇
の
養
育
者
と
藤
原
氏
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
一
五
八
、
昭
和
四
十
六
年
）【
第
三
章
】

俣
野　

好
治
「
藤
原
永
手

─
そ
の
政
治
姿
勢
と
政
治
的
立
場

─
」（
栄
原
永
遠
男
編
、
古
代
の
人
物	

三
『
平
城
京
の
落
日
』、
清
文
堂
出
版
、

平
成
十
七
年
）【
第
一
章
】

水
口　

幹
記
「
引
用
書
名
か
ら
見
た
古
代
の
学
問
」（『
日
本
古
代
漢
籍
受
容
の
史
的
研
究
』、
汲
古
書
院
、
平
成
十
七
年
）【
第
七
章
】

宮
﨑　

健
司
「
天
平
宝
字
二
年
の
写
経
」（『
日
本
古
代
の
写
経
と
社
会
』、
塙
書
房
、
平
成
十
八
年
）【
第
九
章
】

村
尾　

次
郎
『
桓
武
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
八
年
）【
第
一
章
】

　
　

〃　
　
　
「
延
暦
の
礼
文
」（『
神
道
史
研
究
』
四
十
二
─
四
、
平
成
六
年
十
月
）【
第
二
章
・
第
四
章
】

村
山　

修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』（
塙
書
房
、
昭
和
五
十
六
年
）【
第
一
章
】

目
崎　

徳
衞
『
平
安
文
化
史
論
』（
桜
楓
社
、
昭
和
四
十
三
年
）【
第
一
章
】

　
　

〃　
　
　
「
政
治
史
上
の
嵯
峨
上
皇
」（『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
七
年
、
初
出
は
昭
和
四
十
四
年
）【
第
十
章
】

　
　

〃　
　
　
「
仁
寿
殿
と
清
涼
殿
」（『
宇
津
保
物
語
会
会
報
』
三
、
昭
和
四
十
五
年
）【
第
十
三
章
】

　
　

〃　
　
　
「
桓
武
天
皇
と
怨
霊
」（『
王
朝
の
み
や
び
』、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
三
年
）【
第
一
章
】

桃　
　

裕
行
「
上
代
思
想
・
文
化
」（
桃
裕
行
著
作
集	

二
『
上
代
学
制
論
攷
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
五
年
、
初
出
は
昭
和
十
四
年
）【
第
七
章
】

矢
野　

建
一
「
日
本
古
代
の
「
郊
祀
之
礼
」
と
「
大
刀
契
」」（
共
編
著
、『
長
安
都
市
文
化
と
朝
鮮
・
日
本
』、
汲
古
書
院
、
平
成
十
九
年
）【
第
二
章
】

山
田　

英
雄
「
早
良
親
王
と
東
大
寺
」（『
南
都
仏
教
』
十
二
、
昭
和
三
十
七
年
）【
第
一
章
】

山
田　

英
雄
「
伊
吉
連
博
徳
書
と
地
名
」（『
新
潟
史
学
』
二
、
昭
和
四
十
五
年
）【
第
三
章
】

山
田　

雄
司
「
怨
霊
へ
の
対
処

─
早
良
親
王
の
場
合
を
中
心
と
し
て

─
」（『
怨
霊
・
怪
異
・
伊
勢
神
宮
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
六
年
、

初
出
は
平
成
二
十
三
年
）【
第
一
章
】

山
中　
　

裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』（
塙
書
房
、
昭
和
四
十
七
年
）【
序
論
・
第
十
章
・
第
十
三
章
・
第
十
四
章
】
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山
本　

幸
男
「
天
平
宝
字
二
年
の
御
願
経
書
写
」（『
写
経
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
四
年
）【
第
九
章
】

楊　
　

永
良
「
元
正
朝
賀
儀
に
お
け
る
諸
問
題

─
そ
の
法
的
意
義

─
」（『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
十
─
一
、
昭
和
五
十
七
年
）【
第
十
一

章
・
第
十
四
章
】

楊　
　
　

寛
『
中
国
皇
帝
陵
の
起
源
と
変
遷
』（
西
島
定
生
監
訳
、
学
生
社
、
昭
和
五
十
六
年
）【
第
四
章
・
第
五
章
・
第
八
章
】

横
田　

健
一
「
奈
良
朝
に
お
け
る
国
家
理
念
」（
井
上
薫
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
国
家
と
宗
教
』
上
、
昭
和
五
十
五
年
）【
第
五
章
】

吉
江　
　

崇
「
荷
前
別
貢
幣
の
成
立

─
平
安
初
期
律
令
天
皇
制
の
考
察

─
」（『
史
林
』
八
四
─
一
、
平
成
十
三
年
）【
第
四
章
・
第
五
章
】

吉
川　

真
司
「
後
佐
保
山
陵
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
三
一
、
平
成
十
三
年
）【
第
一
章
・
第
二
章
・
第
四
章
】

　
　

〃　
　
　
「
大
極
殿
儀
式
と
時
期
区
分
論
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
四
、
平
成
十
九
年
）【
第
九
章
】

吉
川　

敏
子
「
天
平
二
十
一
年
四
月
甲
午
宣
命
に
見
る
聖
武
天
皇
の
意
識

─
天
智
朝
の
画
期
と
自
身
の
血
縁

─
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
六
七
、

平
成
十
九
年
）【
第
三
章
】

吉
田　
　

孝
「
九
─
一
〇
世
紀
の
日
本
」（
朝
尾
直
弘
ほ
か
編
、
岩
波
講
座
『
日
本
通
史
』
五
、
平
成
七
年
）【
第
二
章
・
第
四
章
】

　
　

〃　
　
　
『
日
本
の
誕
生
』（
岩
波
書
店
、
平
成
九
年
）【
第
六
章
】

吉
原　

浩
人
「
八
幡
神
に
対
す
る
「
宗
廟
」
の
呼
称
を
め
ぐ
っ
て

─
大
江
匡
房
の
活
動
を
中
心
に

─
」（
中
野
幡
能
編
『
八
幡
信
仰
事
典
』、
戎

光
祥
出
版
、
平
成
十
四
年
）【
第
五
章
】

鷲
尾　

祐
子
「
前
漢
郊
祀
制
度
研
究
序
説

─
成
帝
時
郊
祀
改
革
以
前
に
つ
い
て

─
」（
立
命
館
東
洋
史
学
会
叢
書	

二
『
中
国
古
代
史
論
叢　

初

集
』、
立
命
館
東
洋
史
学
会
、
平
成
十
六
年
）【
第
七
章
】

和
田　
　

萃
「
タ
カ
ミ
ク
ラ

─
朝
賀
・
即
位
儀
を
め
ぐ
っ
て

─
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
上
、
塙
書
房
、
平
成
七
年
、
初
出
は

昭
和
五
十
九
年
）【
第
十
一
章
】

和
田　

英
松
「
奈
良
朝
以
前
に
撰
ば
れ
た
る
史
書
」（
国
史
研
究
会
編
、
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
十
、
昭
和
十
年
）【
第
三
章
】

渡
辺
瑞
穂
子
「
藤
原
京
跡
呪
符
木
簡
と
元
旦
四
方
拝
の
成
立
」（『
神
道
宗
教
』
二
一
五
、
平
成
二
十
一
年
）【
第
七
章
・
第
八
章
】

渡
部　

真
弓
「「
元
旦
四
方
拝
」
と
魂
の
ま
つ
り
」（『
神
道
と
日
本
仏
教
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
三
年
、
初
出
は
昭
和
六
十
一
年
）【
第
七
章
・
第
八

章
】
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あ
と
が
き

　

本
書
は
平
成
三
十
年
二
月
に
皇
學
館
大
学
に
提
出
し
、
九
月
に
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
学
位
請
求
論

文
『
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
儀
礼
整
備
史
の
基
礎
的
研
究
』
を
基
に
し
て
、
皇
學
館
大
学
出
版
助
成
金
の
交
付
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
学
部
か
ら
の
指
導
教
員
で
学
位
審
査
の
主
査
も
お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
た
清
水
潔
先
生

を
は
じ
め
、
皇
學
館
大
学
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

各
章
の
初
出
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
加
筆
修
正
を
加
え
た
）。

序　

論　
　

新
稿

　
〔
第
一
部
〕

第
一
章　
　

次
の
二
篇
を
も
と
に
改
編
。

　
　
　
　
　

	「
桓
武
天
皇
の
御
生
涯
と
祭
祀
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
桓
武
天
皇
と
そ
の
時
代
」）」（『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発

推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
三
号
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）

　
　
　
　
　

	「
桓
武
天
皇
朝
の
怨
霊
思
想
と
祭
祀
運
営

─
神
祇
の
中
央
集
権
化
と
氏
族
の
掌
握

─
」（『
神
道
史

研
究
』
第
六
十
五
巻
第
一
号
、
平
成
二
十
九
年
四
月
）
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第
二
章　
　
「
日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
受
容
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
第
三
七
九
号
、
平
成
二
十
一
年
四
月
）

第
三
章　
　

	「
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
郊
祀
の
知
識

─
天
平
三
年
の
対
策
と
聖
武
天
皇
即
位
に
関
連
し
て

─
」

（『
続
日
本
紀
研
究
』
第
三
九
二
号
、
平
成
二
十
三
年
六
月
）

第
四
章　
　

	「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
天
智
・
光
仁
・
桓
武
三
天
皇
へ
の
追
慕
意
識
」（『
神
道
史
研
究
』
第
六
十
巻
第
一

号
、
平
成
二
十
四
年
四
月
）

第
五
章　
　

	「
古
代
日
本
の
宗
廟
観

─「
宗
廟
＝
山
陵
」
概
念
の
再
検
討

─
」（『
神
道
史
研
究
』
第
六
十
三
巻
第

一
号
、
平
成
二
十
七
年
四
月
）

第
六
章　
　

	「「
不
改
常
典
」
に
関
す
る
覚
書
」（『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
八
輯
、
平
成
二
十
四
年
三

月
）

　
〔
第
二
部
〕

第
七
章　
　

	「
天
地
四
方
拝
の
受
容

─
『
礼
記
』
思
想
の
享
受
に
関
連
し
て

─
」（『
神
道
史
研
究
』
第
六
十
四
巻

第
一
号
、
平
成
二
十
八
年
四
月
）

第
八
章　
　

	「
唐
帝
拝
礼
作
法
管
見

─
『
大
唐
開
元
礼
』
に
見
え
る
「
皇
帝
再
拝
又
再
拝
」
表
記
に
つ
い
て

─
」

（『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
所
報
』
第
八
十
号
、
平
成
二
十
三
年
一
月
）

第
九
章　
　

	「「
儀
仗
旗
」
に
関
す
る
一
考
察
」（
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
所
報
『
史
料
』
第
二
一
二
号
、
平
成
十
九

年
十
二
月
）

第
十
章　
　

	「
正
月
朝
覲
行
幸
成
立
の
背
景

─
東
宮
学
士
滋
野
貞
主
の
学
問
的
影
響

─
」（『
藝
林
』
第
五
十
八
巻

第
二
号
、
平
成
二
十
一
年
十
月
）

第
十
一
章　

	「
朝
賀
儀
と
天
皇
元
服
・
立
太
子

─
清
和
天
皇
朝
以
降
の
朝
賀
儀
を
中
心
に

─
」（『
皇
學
館
論
叢
』
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あとがき

第
三
十
八
巻
第
四
号
、
平
成
十
七
年
八
月
）

第
十
二
章　

	「
延
長
七
年
元
日
朝
賀
儀
の
習
礼

─
『
醍
醐
天
皇
御
記
』・『
吏
部
王
記
』
に
見
る
朝
賀
の
断
片

─
」

（
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
所
報
『
史
料
』
第
二
二
一
号
、
平
成
二
十
一
年
六
月
）

第
十
三
章　
「
小
朝
拝
の
成
立
」（『
神
道
史
研
究
』
第
五
十
六
巻
第
一
号
、
平
成
二
十
年
四
月
）

第
十
四
章　
「
皇
后
拝
賀
儀
礼
と
二
宮
大
饗
」（『
皇
學
館
論
叢
』
第
四
十
一
巻
第
六
号
、
平
成
二
十
年
十
二
月
）

結　

論　
　

新
稿

　

さ
て
、
私
が
小
学
校
に
入
学
し
た
の
は
平
成
元
年
四
月
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
平
成
十
三
年
に
皇
學
館
大
学
に
入
学
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
平
成
十
三
年
は
西
暦
二
〇
〇
一
年
に
あ
た
り
、
私
は
平
成
最
初
の
小
学
生
、
二
十
一
世
紀
最
初
の

大
学
生
と
な
り
、
平
成
の
御
代
の
う
ち
に
学
位
を
授
与
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
と
て
も
不
思
議
な
縁
で
あ
り
、
感

慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

皇
學
館
大
学
に
入
学
し
た
当
時
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
私
は
大
学
院
に
進
学
す
る
こ
と
な
ど
、
ま
っ
た
く
考
え
て
は
い

な
か
っ
た
。
転
機
が
訪
れ
た
の
は
大
学
二
年
の
夏
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
清
水
潔
先
生
か
ら
「
研
究
部
会
に
参
加

し
て
み
な
い
か
」
と
い
う
お
誘
い
を
受
け
た
。
研
究
部
会
で
は
大
学
院
生
ば
か
り
で
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
の
講
読
を
し

て
い
た
が
、
学
部
二
年
生
に
と
っ
て
は
、
付
い
て
い
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
難
し
い
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う

印
象
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
毎
回
参
加
し
院
生
の
先
輩
方
と
交
流
す
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
何
と
も
い
え
な
い
楽

し
さ
が
生
ま
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
知
る
楽
し
み
」
で
あ
る
。
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
、
本

当
に
楽
し
く
感
じ
ら
れ
る
と
気
付
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
新
し
い
疑
問
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
研
究
と
は
こ
の
繰
り

返
し
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
れ
が
次
第
に
大
学
院
進
学
へ
の
決
意
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
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大
学
院
の
後
期
課
程
で
は
、
学
外
の
学
会
に
参
加
す
る
機
会
が
増
え
、
多
く
の
人
々
と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
も
ら
っ
た
現
在
の
自
分
た
ち
の
研
究
状
況
や
学
界
の
動
向
に
つ
い
て
の
情
報
や
、
意
見
の
交
換
、
時
に
は
批
判

や
励
ま
し
な
ど
の
言
葉
が
、
自
分
に
と
っ
て
大
き
な
自
信
と
な
っ
た
こ
と
は
、
今
で
も
思
い
出
す
時
が
あ
る
。
研
究
と

は
、
常
に
孤
独
と
の
戦
い
で
あ
り
、
悩
み
・
不
安
な
ど
は
常
に
付
き
纏
い
、
ま
さ
に
「
六
反
震
動
」（
妙
法
蓮
華
経
提
婆

達
多
品
第
十
二
）
や
「
沒
在
於
苦
海
」（
妙
法
蓮
華
経
如
来
寿
量
品
第
十
六
）
と
い
う
よ
う
な
心
持
の
時
も
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
時
で
も
、
清
水
潔
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
方
か
ら
温
か
く
御
丁
寧
な
御
指
導
を
賜
り
、
無
事
に
学
位
論

文
の
出
版
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ら
れ
、
感
謝
の
気
持
ち
は
ひ
と
時
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意

を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
両
親
に
と
っ
て
は
私
は
放
蕩
息
子
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
が
大
学
院

で
勉
強
を
続
け
た
い
と
い
う
信
念
を
正
面
か
ら
訴
え
た
時
に
反
対
も
せ
ず
、
自
分
が
正
し
い
と
信
じ
る
道
を
進
む
の
を

許
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
も
、
感
謝
の
思
い
で
一
杯
で
あ
る
。

　

私
が
学
位
論
文
の
執
筆
に
早
く
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
田
中
卓
先
生
の
存
在
が
大
き
い
。
先
生
に
は

大
学
で
直
接
お
教
え
い
た
だ
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
皇
學
館
大
学
奉
職
後
に
、
先
生
の
ご
用
が
あ
っ
て
御
自
宅
に

伺
っ
た
折
な
ど
に
は
、
先
生
が
現
在
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
い
た
。
お
話
の
最
後
に
は
、

毎
回
必
ず
、
早
く
学
位
論
文
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
に
と
叱
咤
激
励
を
い
た
だ
き
、
と
て
も
励
み
と
な
っ
た
。
平
成
三
十

年
九
月
に
学
位
を
授
与
し
て
い
た
だ
き
、
田
中
先
生
が
逝
去
さ
れ
る
直
前
に
御
報
告
が
で
き
た
こ
と
に
と
て
も
安
堵
し

て
い
る
。

　

学
位
の
審
査
で
は
、
主
査
の
清
水
潔
先
生
、
副
査
の
加
茂
正
典
先
生
、
荊
木
美
行
先
生
に
御
指
導
を
い
た
だ
き
、
多

く
の
御
指
摘
と
今
後
の
課
題
・
展
望
を
御
教
示
い
た
だ
い
た
が
、
本
書
に
は
未
だ
十
分
に
反
映
が
で
き
て
い
な
い
。
今

後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
浅
学
韮
才
の
私
が
本
書
を
出
版
で
き
る
こ
と
は
、
田
中
先



3（（

あとがき

生
、
清
水
先
生
、
加
茂
先
生
、
荊
木
先
生
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
に
私
に
教
え
を
い
た
だ
い
た
諸
先
生
す
べ
て
の
お
導

き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
書
の
出
版
に
あ
た
っ
て
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
、
思
文
閣
出
版
の
大
地
亜
希
子
氏
、
校
正
の
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
く
だ
さ
っ
た
岩
崎
智
子
氏
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日

　
　
　
平
成
最
後
の
夜
に　

令
和
改
元
を
ひ
か
え
て

	

佐
野
真
人
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【人　名】
研究者名には＊を付した。

あ

哀帝	 （（（,	（（（
県犬養姉女	 （（
秋篠安人	 （（
朝原内親王	 3（,	（0,	（0
安宿王	 （（0～（（（
安殿親王　→平城天皇
安倍晴明	 3（
阿部皇女　→元明天皇
天照大神（天照太神）
	 	 （（,	（（,	（3,	（（,	（03,	（（（
天足彦国押命	 （（
漢高安茂	 （（3
新井喜久夫＊	 （（（
粟田真人	 （0（,	（0（
安禄山	 （（,	（（（

い

五百井女王	 30
五百枝王	 30,	3（
伊吉博徳（伊岐博得）	 （（,	（0（～（0（
韋賢	 （（0
韋玄成	 （（0
韋后	 （（（
石川豊人	 （（,	（（
石川垣守	 3（
石川吉備人	 （（,	（3
石川名足	 3（
石野浩司＊	 （（
懿宗	 （（（

石上家成	 （（,	（（
石上東人	 （（
石上乙麻呂	 （（,	（（
石上国盛	 （（
石上麻呂	 （（～（（
石上宅嗣	 （（,	（（～（（,	（（,	（（（
市川臣	 （（
壹志濃王	 3（,	（（,	（（（
一条天皇　	（,	（（（,	（30,	（3（,	（（（,	（（（,	（（（,	
（（（,	（（（～（（0,	（（（,	（（（
一条兼良	 3（,	（（（
市原王	 30
井上満郎＊	 （（,	（0,	（（,	30,	3（
井上光貞＊	 （0（
井上内親王　	（3,	（（,	（（,	（3,	（（,	（（,	（（,	（0,	
（（,	（（,	（3,	（（,	（3（,	（3（
伊余部馬養	 （0（
岩田真由子＊	 （（（
磐余彦　→神武天皇
允恭天皇	 （（（

う

禹	 （（（,	（（（
請田正幸＊	 （0（
宇治王	 3（
菟道稚郎子（宇治稚彦皇子）
	 	 （（（,	（（（,	（（（,	（（（
宇多天皇　	 （,	（（,	（（,	（（（,	（（（,	（3（,	（（（,	
（0（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（,	300,	30（,	
30（
鵜野皇后　→持統天皇
鸕野讃良皇女　→持統天皇
馬大名	 （0（
厩戸豊聡耳命　→聖徳太子

索　　　引
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え

睿宗	 （（（,	（（（～（（（
永楽帝	 （（（,	（（（
恵慈	 （（3,	（（（
榎村寛之＊	 （3
円融天皇	 （（（～（（（,	（（（～（（（,	（（（,	（（0

お

雄朝津間稚子宿禰皇子　→允恭天皇
王粛	 （（,	（（
王沈	 （30,	（3（
応神天皇	 33,	（3（,	（（0
王辰爾	 （00
王仙芝	 （（（
王弼	 （（（,	（（（
淡海三船	 （（,	（（（
王柳貴	 （（3
大海人皇子　→天武天皇
大炊王　→淳仁天皇
大碓皇子	 （（（
大江匡房	 （,	（（（,	（（（,	（（（,	3（（
大鷦鷯尊　→仁徳天皇
太田静六＊	 3（（
大津透＊	 33（
大津皇子	 （（（
大伴兄人	 （（0,	（（（
大伴池主	 （（0,	（（（
大伴金村	 （（（
大伴伯麻呂	 （（
大伴是成	 （（,	（（,	（0
大伴家持	 （（,	3（～（（,	（（,	（（
大伴竹良	 （（
大伴旅人	 3（
大伴継人	 3（～（（
大伴永主	 （（
大伴夫子	 3（,	（（
大伴真麿	 3（,	3（
大伴安麻呂	 3（
大中臣全成	 （3,	（（
大中臣清麻呂	 （（,	（（
岡田莊司＊	 （（（
岡田精司＊	 （（（

岡宮御宇天皇　→草壁皇子
刑部親王（忍壁皇子）	 （0（,	（（（
他戸親王
	 （3,	（（～（（,	（0,	（3,	（（,	（0,	（（,	（3,	（3,	（3（
牡鹿木積麻呂	 3（
小野東人	 （（0,	（（（
小治田乙成	 （33～（3（
首親王　→聖武天皇
尾張女王	 （（

か

何晏	 （（（,	（（（
覚哿	 （（（
赫居世	 （（
笠王	 3（,	（（（
花山天皇	 （（（,	（（（,	（（（
柏原天皇　→桓武天皇
春日宮天皇　→志貴皇子
嘉靖帝	 （（（
勘解由小路経光	 （3（
門部王	 （（（
金子修一＊	 （（
金子裕之＊	 （（（
狩野直喜＊	 （（
上道斐太都	 （（（
亀井輝一郎＊	 （（（,	（（（,	（（（
賀茂県主	 （（
加茂正典＊	 （0（,	（（（
川島皇子（河島皇子）	 （3（,	（（（
川本重雄＊	 33（
桓王	 （（,	（（
桓武天皇　	 （～（,	（0,	（（,	（（,	（0,	（3～3（,	
3（,	3（,	3（,	（0,	（3,	（（,	（（,	（0,	（（,	（（,～
（3,	（（～（（,	（（,	（0,	（（,	（3～（（,	（（～（0,	
（（,	（03,	（0（,	（0（,	（（（～（（0,	（（（,	（（（～
（（（,	（3（～（3（,	（3（,	（3（,	（（（,	（（3,	（（（,	
（（（,	（（（～（（0,	（（（～（0（,	（（（,	（（（,	300,	
3（（～3（（,	3（（,	3（3

き

棄	 （（（,	（（（
僖宗	 （（（,	（（（
来村多加史＊	 （（（,	（（（,	（（（
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北村文治＊	 （0（,	（0（
北康宏＊	 （（,	（（（,	（（（
季徳己麻次	 （（3
季徳進奴	 （（3
紀馬守	 3（,	（（（
紀古佐美	 33
紀白麻呂	 3（,	（（,	（（
吉備泉	 （（
吉備真備	（（,	（0～（（,	（（,	（（,	（03,	（0（,	3（（
黄文王	 （（0,	（（（
木本好信＊	 （（,	（（
尭	 （（（
恭帝	 （（（
浄野夏嗣	 （0（
浄野宮雄	 （0（
欽明天皇	 （（（,	（（3

く

孔穎達	 （（（
草壁皇子
	 	 （（,	（（,	（0（,	（（（,	（（（,	（（（～（（（,	（（0
百済王善光	 （（（
熊谷公男＊	 （（（,	（（（,	（（3
久米奈保麻呂	 （（
久米若女	 （（
蔵伎美麻呂	 （（～（0（
倉林正次＊	 3,	（（（,	（（3,	3（（,	33（
倉本一宏＊	 （（（
栗林茂＊	 （（3,	3（（
久禮旦雄＊	 （（

け

景行天皇	 （（（
敬宗	 （（（
継体天皇	 （（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（3,	（0（
恵帝	 （（（
元正天皇	 （（,	（（（,	（（0～（（（,	（（0,	（（3
源信	 （（,	（（,	3（（
玄宗	 （（（,	（（（,	（（（～（（（
顕宗孝明帝	 （（0
元徳太子　→楊昭
元明天皇
	 	 （,	（,	（（,	（（,	（（（,	（（（～（（（,	（（（～（（0

こ

後一条天皇	 （（（,	（（（,	（（（,	（（（
孔安国	 （（（,	（（（
洪熙帝	 （（（
孝敬皇帝　→李弘
皇極天皇	 （（（,	（（（,	（（（,	（0（
孝謙天皇　	 （,	（,	3（,	（（（,	（（3,	（（（,	（（（～
（（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（3（,	（3（
光孝天皇　	 （（（～（（（,	（（（,	（33,	（3（,	（（（,	
（（（,	（（（,	（（0
高后	 （（（
孝昭天皇	 （（
高祖（唐）　	 （（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（
高宗	 （0（,	（（（,	（（3,	（（（,	（（（,	330
黄巣	 （（（
甲田利雄＊	 3
弘治帝	 （（（
河内春人＊	 （（,	（（,	（（,	（（,	（0（
光仁天皇　	 （～（,	（（～（（,	（0,	（（～（（,	（（,	
（（～3（,	3（,	（3,	（（,	（（,	（（,	（（～（（,	（（,	
（3,	（（,	（（,	（0,	（（,	（（（～（（（,	（（0～（（（,	
（（（～（30,	 （3（～（3（,	 （（（,	 （（（,	 （（（～
（（0,	（00,	（0（,	3（（,	3（（
光武帝	 （（0,	（（（
光明皇后（光明子）	 （（（
光烈皇后	 （（（
後家河万呂	 （33～（3（
木事命	 （（
巨勢文雄	 （（（,	（（0
固徳王保孫	 （（3
固徳丁有陀	 （（3
固徳馬丁安	 （（3
小林茂文＊	 （0
狛茂樹宿禰	 （（（,	（（（
高麗福信	 （（
惟喬親王	 （（,	（（
惟彦親王	 （（（,	（（（
惟仁親王　→清和天皇
惟宗允亮	 3（,	（（,	（30,	（3（,	（3（,	（3（,	（3（

さ

斉明天皇	 （,	（（,	（（,	（0（



iv

佐伯今毛人	 （（
佐伯高成	 3（,	（0,	（（
嵯峨天皇　	 （,	（,	（,	（0,	（（,	（（（～（（（,	（（（,	
（3（,	（3（,	（3（,	（（（,	（（0,	（（（,	（0（～（0（,	
（（（,	（（（,	（（（,	300,	33（,	3（（,	3（（
酒井信彦＊	 （（（
栄原永遠男＊	 （（0
酒人内親王	 （（,	（（
坂本太郎＊	 （0（,	（（（,	3（（
鷺森浩幸＊	 （3（
佐藤信＊	 （（3
姐弥文貴将軍	 （（（,	（（3
早良親王　	 （0～（3,	（（～（（,	（（,	（（～（3,	
（（,	（（（,	（（（
三条天皇	 （（（

し

塩焼王	 （（,	3（,	（（（
志貴皇子（施基皇子・芝基皇子）　
	 	（（,	（3,	（（,	（（（,	（（（,	（3（,	（（（～（（0,	3（（
重明親王	 （（（～（（（,	（（（
滋野家訳	 （（0
滋野奥子	 （（（
滋野貞雄	 （（0
滋野貞主
	 	 （（（,	（（3,	（（（,	（（0～（（（,	（（（,	3（0
滋野縄子	 （（（
始皇帝	 （（（
時子内親王	 （（（
史思明	 （（
史朝義	 （（
持統天皇　	（（,	（（,	（0（,	（（（,	（（（,	（（3,	（（（
～（（0,	（（（,	3（（
司馬倫	 （（（
清水潔＊	 （（,	（0（,	（（（
下毛野古麻呂	 （0（
柔子内親王	 （（（
粛宗	 （（
叔孫通	 （（（
朱全忠	 （（（
舜	 （（（,	（（（
順宗	 （（（,	（（（
淳和天皇　	（（,	（（,	（（（,	（（（,	（（3,	（3（,	（（（,	

（（（,	33（,	33（,	3（0
淳仁天皇　	（（,	3（,	3（,	（（（,	（（（,	（（（,	（3（～
（3（,	（3（,	3（0
鄭玄	 （（,	（（,	（（（,	（（（,	（（（
東海林亜矢子＊	 3（（
勝子内親王	 （（（,	（（（
称城王	 （（
炤知麻立干	 （（
殤帝	 （（（
称徳天皇　	 （,	（（～（3,	3（,	（3,	（（,	（3,	（（,	
（（（,	（（3,	（3（,	（3（,	（3（,	（3（,	（（（,	（（（,	
（（（
聖徳太子
	 	 （30,	（（3,	（（（,	（0（,	（3（,	（3（,	（3（,	3（0
聖武天皇　	（,	（,	（（,	3（,	（3,	（（～（（,	（（,	（（,	
（（,	（0（,	（0（,	（0（,	（（（,	（3（,	（（（,	（（（～
（（（,	（（（,	（（0
舒明天皇	 （（（
白壁王　→光仁天皇
新海一＊	 （（（,	（（3
神功皇后	 33,	（3（,	（（（,	（（0
新城理恵＊	 330
辰孫王	 （00,	（0（
神武天皇	 33,	（（,	（（,	（03,	（3（

す

推古天皇　	 （（（,	（3（,	（（3,	（（（,	（3（,	（3（,	
（3（,	（3（,	3（0
鄒衍	 （（,	（0（
末松保和＊	 （（
菅野真道	 （（,	（00
習宜阿曾麻呂	 （（
朱雀天皇	 （（（,	（（（,	（（3,	（（（,	（（（
崇神天皇	 （（3,	（（（
鈴木織恵＊	 33（
鈴木景二＊	 （（3,	（（（
崇道尽敬皇帝　→舎人親王
崇道天皇	 （（～（（,	（（（
洲利即爾将軍	 （（（,	（（3

せ

成化帝	 （（（
静帝	 （0,	（3（
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成帝	 （（（
正統帝	 （（（
正徳帝	 （（（
清和天皇　	 （～（0,	（（,	（（,	（（（～（（（,	（（（,	
（（（,	（3（,	（33,	（3（,	（（0,	（（3,	（（（,	（（（～
（（（,	（（（～（（（,	（（0～（（（,	（（（,	（（（,	（（3,	
（（（,	30（,	30（,	3（0～3（（
関晃＊	 （3,	（00,	（（（
施徳王道良	 （（3
施徳三斤	 （（3
施徳潘量豊	 （（3
宣帝	 （（0
宣徳帝	 （（（

そ

荘襄王	 （（（
贈武元皇帝　→桓王
蘇我稲目	 （00
蘇我蝦夷	 （0（,	（（（
則天武后	 （（（,	（（（
薗田香融＊	 （0（

た

醍醐天皇　	 （（（,	（（（,	（（3,	（（（,	（3（,	（（（,	
（（（,	（（（～（（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（
～（（（,	（（（,	300,	30（,	3（（,	3（（
泰信	 （（,	（（
太宗（唐）	 （（（,	（（（,	（（（
代宗	 （（
對徳進陀	 （（3
平高棟	 （（
平将門	 （（3
米餅搗大使主命	 （（
高野天皇　→孝謙天皇
高野新笠	 （（,	（（（,	（（（
瀧川政次郎＊	 （（,	（（
当麻王	 3（,	（（（
詫間直樹＊	 （（（,	（（（
竹内理三＊	 （（
武田佐知子＊	 （（（
高市皇子	 （（（
多治比礼麻呂	 （（0,	（（（
多治比犢養	 （（0,	（（（

多治比鷹主	 （（0,	（（（
多治比土作	 （（
多治比伯	 （（（
橘嘉智子	 （（（
橘奈良麻呂	 （,	（（,	（（0～（（（,	（（（,	（（（
橘諸兄	 （（
建部千継	 （（,	（（
田中聡＊	 （（（,	（（（,	（（3,	（30,	（3（
田辺広足	 （（（
田村皇子　→舒明天皇
田村葉子＊	 3（（
淡海公藤原朝臣　→藤原不比等
段楊爾	 （（（,	（（3

ち

智証麻立干	 （（
茅野王　→文室浄三
仲哀天皇	 （（（,	（（0,	（（（
中宗	 （（（,	（（（
張衡	 （（
調子王	 （（,	（（

つ

作良王	 （3,	（（
恒貞親王	 （（
津連真道　→菅野真道

て

帝嚳	 （（（,	（（（
天智天皇　	 （～（,	（0,	（（,	（0,	（（,	3（～3（,	
（3,	（（,	（（,	（（,	（（,	（（,	（（,	（0,	（（,	（（（～
（（3,	 （（（～（3（,	 （（（,	 （（（～（（（,	 （（0～
（（（,	（00,	3（（～3（（,	3（（,	3（3
天順帝　→正統帝
天武天皇　	（,	（,	（（～（（,	（（,	3（,	3（,	（（,	（（,	
（3,	（（,	（0,	（（,	（（（,	（（（,	（（（～（3（,	（3（,	
（3（,	（（（,	（（（,	（（（～（（0,	（（（,	3（（,	3（（

と

道鏡	 （（,	（（～（3,	（3（,	（3（,	（3（,	（3（
道昭	 （0（
道深	 （（3
藤堂かほる＊	 （（（,	（（（,	（（（



vi

十市和万呂	 （33～（3（
徳宗	 （（（
所功＊	 3,	（（（,	（（（,	（（3,	（（（,	（（（,	30（
舎人親王	 3（,	（（（
伴善男	 （33
杜預	 （（（,	（（（
豊受大神	 （（（
曇恵	 （（3

な

長親王	 （（,	（（
長田圭介＊	 （3（,	（（（,	（（（,	（（（
中臣道成	 （3,	（（
中西康裕＊	 （（（,	（（（
中大兄皇子	 （0（
仲野親王	 （（（～（（（
中野高行＊	 （（（
中野渡俊治＊	 （（（
中村一郎＊	 （（（
中本和＊	 3（（
長山泰孝＊	 （（（
奈率王有悛陀	 （（3
楢原東人	 （（0
南解王	 （（

に

饒速日命	 （（
西本昌弘＊	3,	（,	（（,	（（3,	（03,	（（（,	（（（,	330
仁藤敦史＊	 （,	（（,	（（,	（（,	3（（
仁徳天皇	 （（,	（（（
仁明天皇　	 （,	（（,	（（,	（（,	（（（～（（（,	（（（,	
（（（,	（33,	（（（,	（（3,	（（0～（（（,	（（（,	（（（,	
（（（,	（（（,	（（（,	30（,	33（,	3（0

の

農	 （（（,	（（（
濃子内親王	 （（（,	（（（
能登内親王	 （（,	30

は

土師犬養	 （（（
橋本義則＊	 （（（,	（（（
長谷部将司＊	 （（

長谷部寿彦＊	 （（3
濱田耕策＊	 （（
早川庄八＊	 （（（
林稲麻呂	 3（,	（（,	（（
林陸朗＊	 （（,	（3,	（（,	（0（,	（（（,	（（（
春澄善縄	 （（（
春名宏昭＊	 （03
万暦帝	 （（（

ひ

薭田親王	 （（,	（（,	3（
氷上川継	 （（,	3（～3（,	（0,	（3,	（00
肥後和男＊	 （0
久木幸男＊	 （（（
敏達天皇	 （3（,	（3（,	（（（,	3（3,	3（0

ふ

服虔	 （（（,	（（（
服藤早苗＊	 （（（,	（（0,	（（（,	（（3
武后　→則天武后
葛井王	 （（
葛井広岐	 （3,	（（
藤森健太郎＊	 （（3,	（（（,	（（（
藤原総継	 （（（,	（（（
藤原四子（藤原武智麻呂・藤原房前・藤原
宇合・藤原麻呂）	 （（

藤原小依　→藤原雄依
藤原詮子	 （（（
藤原巨勢麻呂	 （（（
藤原高藤	 （（（,	（（（
藤原胤子	 （（（,	（（（
藤原魚名	 （（
藤原宇合	 （（,	（0,	3（,	（（
藤原小黒麻呂（藤原小黒丸）	 33
藤原緒嗣	 （（,	（（,	（（
藤原乙春	 （（（
藤原乙牟漏	 （（（,	（（（
藤原雄依	 3（
藤原数子	 （（（
藤原清河	 （（
藤原公任	 （（（
藤原蔵下麻呂	 （（,	（0
藤原是公	 3（,	3（
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藤原定方	 （（0
藤原実資	 （（（
藤原順子	 （（3
藤原宿奈麻呂　→藤原良継
藤原忠平	 （（0,	（（（,	（（（,	33（
藤原忠通	 33（
藤原種継　	（0,	3（,	（0～（3,	（（,	（（～（（,	（（,	
（（,	（0,	（（,	（3,	（00,	（03
藤原田麻呂	 （（
藤原継縄	 （（
藤原定子	 （（（
藤原時平	 （（（,	（（（
藤原豊成	 （（（
藤原永手	 （0～（（,	（3（,	（（0,	（（（
藤原仲成	 （0（,	（03
藤原仲平	 （（,	（（（～（（（,	（（（
藤原仲麻呂	 （（,	3（,	（（（,	（（（,	（3（
藤原縄麻呂	 （（,	（0
藤原濱成	 （（,	3（,	3（
藤原玄上	 （（（
藤原広嗣	 （（（,	（（（
藤原房前	 （（
藤原不比等　
	 	 （,	（0（～（0（,	（0（,	（（（,	（（（,	（（（～（3（
藤原冬嗣	 （（（,	（（（
藤原法壹	 3（
藤原麻呂	 （（
藤原道隆	 （（（,	（（（
藤原道長	 （（3
藤原武智麻呂	 （（,	（0（,	（0（
藤原基経	 （（,	（（（,	（（（,	33（
藤原百川　	 （0～（（,	（（,	3（,	3（,	（3,	（（,	（（,	
（（,	（（,	（3,	（00
藤原行成	 （,	（（
藤原良継	 （3,	（（,	（（
藤原善直	 （（（
藤原良房	 （（,	（（,	（（（,	（（（
藤原良相	 （（
藤原頼長	 33（
経津主神	 （（
武帝	 （（,	（（（
武帝（魏）	 （（（
道祖王	 （（,	3（,	（（（,	（（（

船沙弥麻呂	 （（～（0（
船親王	 （（（
船史恵尺	 （0（
古瀬奈津子＊
	 	 （（3,	（（（,	（（（,	（（（,	300,	30（,	30（
布留高庭	 （（～（（,	（（
不破内親王	 （（,	3（
文帝（隋）　	 （（,	（0,	（（,	（（3,	（（（,	（3（,	（3（,	
（3（,	（3（,	（3（,	3（0
文帝（魏）	 （（（
文室大市	 （（,	（（
文室浄三	 （（,	（（,	（（

へ

平城天皇　	 3（,	（（,	（3,	（（,	（（,	（0,	（3,	（（,	
（（,	（（3,	（（（,	（0（,	（（（,	（（（,	（（（
平城御宇天宗高紹天皇　→光仁天皇

ほ

伯耆桴麻呂	 3（,	3（
穂積臣押山	 （（（,	（（3
誉田天皇　→応神天皇
堀裕＊	 （（0

ま

正良親王　→仁明天皇
俣野好治＊	 （（

み

三方王	 3（,	3（
瑞歯別天皇　→反正天皇
道康親王　→文徳天皇
源多	 （（0,	33（
源高明	 （（（,	（（（,	（（（,	（（（
源為憲	 （（（
源常	 （（（,	（（（
宮道列子	 （（（

む

村尾次郎＊	 （（,	（3,	（0,	（（,	（（（,	（3（
村上天皇	 （（（,	（（（,	（3（,	（（（
村山修一＊	 3（
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め

明帝	 （（0,	（（（
目崎徳衞＊	 （（3

も

本居宣長	 （（（,	（（0,	（（（,	（（（,	（（（
元平親王	 （（（
本康親王	 （（（
物部烏	 （（3
物部日向	 （（
物部連麻呂　→石上麻呂
桃裕行＊	 （（3
文徳天皇　	 （,	（,	（0,	（（～（（,	（（～（0,	（（,	
（00,	（（（～（（（,	（（（,	（（3,	（（（,	（（（,	（3（,	
（3（,	（（0,	（（（～（（（,	（（（,	（00,	（0（,	（（0,	
（（（,	（（（,	（（（～（（（,	（（3,	（（（,	（（（,	30（,	
30（,	33（,	3（0,	3（（,	3（（,	3（（
文武天皇　	 （（,	（（,	3（,	（0（,	（0（,	（0（,	（（（,	
（（（,	（3（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（0,	（（（～（（（,	
（（（～（（0,	（3（

や

矢野建一＊	 （（
山田英雄＊	 （（
山田雄司＊	 （0
養徳馬飼連乙麻呂	 （（（
日本武尊	 （（（
山中裕＊	 3,	（（（,	（（（,	33（
山上船主	 3（,	3（
山部王　→桓武天皇

ゆ

弓削浄人（弓削清人）	 （（,	（（
弓削女王	 3（
湯原親王	 （（

よ

楊永良＊	 （（3,	33（
楊寛＊	 （（0,	（（（,	（（3
楊貴妃	 （（（
楊広　→煬帝
楊国忠	 （（（

楊昭	 （（3
陽成天皇　	 3（,	（（（～（（（,	（（（,	（3（,	（（（,	
（（0～（（（,	（（（,	（（（,	（（（
楊素	 （（
煬帝	 （（,	（（,	（（3,	（（（
楊勇	 （（
横田健一＊	 （（（
吉江崇＊	 （（0,	（（（
吉川真司＊	 （（,	（（（,	（（（
吉田孝＊	 （（,	（（（
吉原浩人＊	 （（（

り

李亨	 （（（
李賢	 （（（
李元吉	 （（（
李建成	 （（（
李弘	 （（（
李純	 （（（
李世民　→太宗
隆慶帝	 （（（
劉克明	 （（（
劉太公	 （（（,	（（（
劉邦	 （（（,	（（（,	（（（

れ・ろ

冷泉天皇	 （（（,	（（（
盧賁	 （3（,	（3（,	（3（,	3（0

わ

和気王	 （（
和気清麻呂	 （（,	（3（
和気広世	 （（
鷲尾祐子＊	 （（0
和田萃＊	 （（3,	（（（
渡部真弓＊	 （（（
王仁	 （0（
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【事項名】

あ

東遊	 （（3
安史の乱	 （（

い

伊吉連　	 （,	（（,	（（,	（（,	（0（,	（0（,	（0（,	（（（,	
（（（,	（（（,	（（（,	3（（
伊勢大神宮（伊勢の神宮）
	 	 （（,	（（,	（0,	（（（,	（（（
勤臣	 （（0
伊蘇志臣	 （（0
石上朝臣	 （0,	（（,	（（
石上氏	 （（,	（（～（（,	（3
石上大朝臣（石上朝臣）	 （0,	（（,	（（
石上社（石上神宮）	 （（～（（,	（（～（（,	（3
乙巳の変	 （0（,	（（（
石清水臨時祭	 （（3,	（（（
殷	 （（,	（（（
殷暦	 （（

う

宇佐八幡宮	 （（,	（（
宇佐八幡宮神託事件	 （（

え

恵我長野西陵	 （（（
駅鈴	 （（（

お

応天門の変	 （33
近江令
	 	 （30,	（3（,	（3（,	（3（,	（（（,	（（（,	（（（,	3（（
大蔵省	 （（3
大伴氏	 （0～（3,	（0,	（（,	（（,	（（～（3
大原野社	 （（（
食国法	 （（（,	（（（
乙訓寺	 3（,	（0,	（（

御元服後宴	 （（（,	（（（
音博士	 （（（
陰陽道	 3（,	（（（
陰陽寮	 （（（,	（（（
怨霊祭祀	 （0
怨霊思想	 （,	（（

か

夏（王朝）	 （（,	（（（
外薬寮	 （（（
柿本朝臣	 （（
香椎廟（樫日廟）	 （（（,	（（（
柏原陵（柏原山陵）　	 （（,	3（,	33,	（（,	（3,	
（（（,	（（（,	（（3,	（（（,	（3（,	（33,	（（0
春日祭使	 （（,	（3
甲子革令	 （,	（,	（（,	（（,	（3
神代三陵	 33,	（（（,	（3（
賀茂社	 （（
夏暦	 （（
西文氏	 （00,	（0（
漢	 （（0,	（（（
冠位十二階	 （3（,	（3（
元興寺	 （0（
元日朝賀儀（朝賀儀）　	 （～（,	（（,	（（～（（,	
（0,	（（,	（（,	（（,	（0（,	（0（,	（0（,	（0（,	（3（,	
（（（,	（（（,	（（3,	（（（,	（30,	（3（,	（3（～（3（,	
（（（,	 （（（,	 （（3～（（（,	 （（（～（（（,	 （（（～
（（（,	 （（（～（（（,	 30（～30（,	 3（（～33（,	
33（,	33（,	33（～3（（,	3（（,	3（0～3（（
元日節会　	（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（,	3（（,	
33（,	33（,	33（,	3（0,	3（（,	3（（
元旦四方拝　	（,	（,	（（,	（（（～（（0,	（（（,	（0（
～（03,	（0（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（3,	（（（,	3（（
漢風諡号	 （（（

き

魏	 （（（,	（3（,	（3（,	3（（
儀仗旗	 （,	（（（～（3（,	3（（,	3（0
キトラ古墳	 （30
祈年祭	 （（,	（0,	（00,	（03,	（0（,	（0（
御璽	 （（（
浄御原令	 （3（



x

く

薬子の変	 （（,	（3（,	（0（,	（03
百済　	 （3～（（,	（（,	（（,	（0,	（（0,	（（（～（（（,	
（33,	（3（
百済王氏	 （3,	（（,	（（
蔵氏	 （0（
蔵人所	 （03
群臣上賀及寿儀（群臣上賀幷寿儀）
	 	 （（（,	（（（

け

継嗣令	 （（（
月像幢	 （30,	（3（
玄暉門	 3（（,	33（～33（
遣新羅使	 （（
遣隋使	 3
遣唐使
	 	 3,	（,	（（,	（（,	（03,	（0（,	（0（～（0（,	3（（
玄武	 33,	3（,	（（（～（3（,	（3（～（3（,	3（0
玄武旗（玄武幢）	 （,	（（（,	（3（,	（3（
元服宴	 （（（,	（（（
元服儀	 （（（,	（（（,	（（（,	（（（～（（（,	（（（,	（（（
玄武門の変	 （（（
憲法十七条	 （3（,	（3（,	（3（
顕陽殿	 （（（
建礼門	 （（3

こ

皇后拝賀儀
	 	 （,	30（,	3（（～33（,	33（～3（（,	3（（,	3（（
郊祀　	 （,	（（,	（（～（（,	（（～（0,	（（～（0（,	
（0（～（0（,	（（（,	（（0,	（3（,	（（（,	（（（,	（0（,	
3（（
光順門	 330
黄巣の乱	 （（（
皇祖宗廟	 （（（
皇太子奏賀	 （（（,	（（（,	（（（
皇太子傅	 （（,	（（
皇地祇	 （（（
皇帝元服	 （（（,	（（（
皇帝拝五陵	 （,	（（（,	（（（,	（（（
昊天祭祀　	 （,	（,	（（,	（（,	（（,	（（,	（（,	（（,	（（,	

（0,	 （（,	 （（,	 （0,	 （（,	 （00,	 （03,	 （0（,	 （0（,	
（0（,	（00～（0（,	（0（,	（0（,	（（0,	（（3,	3（（,	
3（（
昊天上帝　	 （（,	（（～（3,	（（,	（（,	（0,	（3,	（（,	
（（,	（03,	（（（
後宴	 （（（,	（（（,	（（（
後漢	 （（0,	（（（
国忌　	 （,	（,	（,	3（,	（（,	（（,	（（,	（（（～（（（,	
（（（,	（（0,	（（（,	（（3,	（（（～（（（,	（3（～（（0,	
（（（～（（（,	（（3,	（（（,	（（（,	（（（,	3（（
国忌省除令
	 	 （,	（（（,	（（0,	（（（～（（（,	（（（,	3（（
五経博士	 （（（～（（（,	（0（
国学	 （（（
告代祭天	 （（
後田原陵	 （（,	（（（
小朝拝　	 （,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（～（（（,	30（
～30（,	33（～3（（,	3（（,	3（（
五方上帝	 （（（
金剛般若経	 （（,	（（,	（（,	（33,	（3（

さ

斎王	 （3,	（（,	（（
西大寺	 （（,	（（3
斎内親王	 （0,	（0
再拝　	 （,	（（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（0（,	（（（～
（（（,	（3（,	（（（,	（（0～（（（,	303,	30（,	33（
～33（,	3（（
再拝又再拝
	 	 （,	（（（,	（（（,	（（（～（（3,	（（（,	（（（,	3（（
西隆寺	 （（
佐伯氏	 （0～（3,	（（,	（（,	（3
嵯峨陵（嵯峨山陵）	 （（（
朔旦冬至	 （（,	（（,	（00,	（0（,	（0（
散位寮	 （33～（3（
三昭	 （（（,	（（（,	（（（
三正説	 （（,	（（
三穆	 （（（,	（（（,	（（（
山陵祭祀　	 （,	（,	（（（,	（（0,	（（0,	（（（,	（（（,	
（（（,	（（3,	（（（,	（（（,	3（（,	3（（
山陵使	 （（（
山陵拝	 （（（,	（（（,	（（（,	（（（,	（（0,	（（3,	（（（
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し

式部省	 （（（,	（（（,	33（
祫享	 （（0,	（（3,	3（（
時享	 （（0,	（（（,	（（3,	3（（
滋野宿禰	 （（0,	（（（
仁寿殿	 （（（,	（（（,	30（,	30（
四神旗	 （,	（（（,	（3（,	（3（,	3（（
四神相応	 33,	3（
紫宸殿
	 	（3（,	（（0～（（（,	（（（,	（（（～30（,	30（,	3（（
四拝	 （（（,	（（（,	（（（,	（（3,	3（（
写経所	 （3（～（3（
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